
５０．東部地域振興経費の持続可能な地域社会構築業務委託費の前年と対比した詳細な内訳が分かるもの
市民部　月ヶ瀬行政センター地域振興課

（単位：千円）

歳出 財源 歳出 財源

地域おこし協力隊（8名）人件費・活動経費、教育、採用 49,398
一般財源
（特別交付税）

46,200
特定財源
（地域振興基金繰入金）

共助型地域課題解決サービス実装（再生資源・コミュニティバス運行） 2,928
一般財源
（一部特別交付税）

3,200
特定財源
（地域振興基金繰入金）

サービスの検証及び各種調整、全体進捗管理等諸経費 5,460
特定財源
(心のふるさと応援基金繰入金)

12,600
特定財源
（地域振興基金繰入金）

住民会議（自分ごと化会議）運営 ー ー 4,000
特定財源
（地域振興基金繰入金）

集落支援業務 4,850
一般財源
（特別交付税）

ー ー

合計 62,636 66,000

令和7年度当初予算（案） 令和6年度当初予算
持続可能な地域社会構築業務



５１．月ヶ瀬梅の資料館の年間行事と利用状況（入館者数、前年対比）が分かる資料
市民部　月ヶ瀬行政センター地域振興課

〇入館者数 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

令和６年度① 506 449 715 458 366 340 440 451 311 388 1,297 5,721

令和５年度② 598 527 937 527 354 411 532 516 327 343 3,015 5,421 13,508

対比（①/②） 84.6% 85.2% 76.3% 86.9% 103.4% 82.7% 82.7% 87.4% 95.1% 113.1% 43.0%

〇年間行事
　・月ヶ瀬梅渓資料展示（２F展示室）　※通年・年３回展示替え

　・烏梅資料展示（１Fホール）　※通年・年１回展示替え

　・奈良晒展示（１Fホール）　※通年・年１回展示替え

　・月ヶ瀬梅渓梅まつり写真コンクール入賞作品展示（１Fホール）　※通年・１回展示替え

　・月ヶ瀬の梅花、写真展示（１Fホール）　※通年

　・月ヶ瀬四季の風景写真展示（玄関風除室）　※通年・年４回展示替え

　・俳句会（２F会議室）　※年１回

　・煎茶祭（１Fホール）　※梅まつり期間内の１日

　・月ヶ瀬梅渓梅まつり【２月上旬～３月下旬】　

月ヶ瀬梅の資料館



５２．奈良市内における太陽光発電の普及状況の数字が分かる資料 

環境部 環境政策課 

 

 

 

該当する資料はございません。 

 



53. マイナンバーカードの申請数、交付数、紛失届数、返納届数（令和元年度～令和６年度）　　　　　　　　　　

市民部　市民課

（単位：件）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度
（※１）

申請数 14,679 83,679 35,693 99,019 15,802 13,278

交付数 12,447 56,902 54,193 72,213 35,905 9,779

紛失届数
（焼失・盗難等）

227 330 504 827 987 713

返納届数
（写真変更・自主返納等）

8 14 21 38 112 35

（※１）令和６年１０月末時点



54．自衛隊への閲覧及び名簿提供の対象者の年齢要件別提供者数（令和元年度～令和５年度）

市民部　市民課

（単位：人）

令和元年度
（閲覧）

令和2年度
（閲覧）

令和3年度
（閲覧）

令和4年度
（名簿提供）

令和5年度
（名簿提供）

次年度に
満１８歳に達する者

3,275 3,120 3,024 2,993 2,960

次年度に
満２２歳に達する者

3,525 3,428 3,434 3,426 3,342

計 6,800 6,548 6,458 6,419 6,302



55．マイナンバーカードでのコンビニ交付実績

市民部　市民課

(単位：件)

平成30年度
※１

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
※２

計

住民票の写し 253 4,354 10,786 18,973 36,430 70,865 60,970 202,631

印鑑登録証明書 151 3,055 7,420 12,456 24,062 50,485 45,327 142,956

戸籍全部・個人事項証明書 47 864 1,754 3,206 7,998 22,298 17,676 53,843

戸籍附票の写し 4 101 210 353 943 2,350 1,947 5,908

課税（非課税）証明書 15 532 1,491 2,792 4,871 10,450 12,429 32,580

計 470 8,906 21,661 37,780 74,304 156,448 138,349 437,918

※１　平成30年度は、3月分のみの件数（コンビニ交付は、平成31年3月3日から開始）

※２　令和6年度は、1月末までの件数



56_女性問題相談における相談件数や内容、相談員の人数などわかるもの過去5年分

令和5年度相談件数 （単位：件） 令和４年度相談件数 （単位：件） 令和３年度相談件数 （単位：件） 令和２年度相談件数 （単位：件） 令和元年度相談件数 （単位：件）
本庁 西部北部 合計 センター西部北部 合計 センター西部北部 合計 センター西部北部 合計 センター 西部北部 合計

１０代 0 0 0 0 １０代 1 0 0 1 １０代 1 0 0 1 １０代 0 0 0 0 １０代 0 1 0 1
２０代 3 2 0 5 ２０代 6 0 1 7 ２０代 17 2 0 19 ２０代 9 2 0 11 ２０代 17 5 1 23
３０代 26 5 4 35 ３０代 29 7 6 42 ３０代 96 10 1 107 ３０代 152 31 0 183 ３０代 69 12 7 88
４０代 120 35 18 173 ４０代 158 31 26 215 ４０代 190 36 3 229 ４０代 524 132 0 656 ４０代 416 170 144 730
５０代 341 121 59 521 ５０代 940 267 153 1,360 ５０代 902 171 44 1,117 ５０代 867 143 0 1,010 ５０代 684 194 86 964
６０代 505 107 112 724 ６０代 517 100 90 707 ６０代 574 84 17 675 ６０代 508 150 0 658 ６０代 258 169 50 477
７０代以上 108 44 9 161 ７０代以上 214 36 35 285 ７０代以上 235 32 5 272 ７０代以上 137 27 0 164 ７０代以上 58 44 8 110
年齢不詳 62 19 12 93 年齢不詳 165 18 14 197 年齢不詳 106 6 0 112 年齢不詳 61 16 0 77 年齢不詳 124 43 11 178
小計 1,165 333 214 1,712 小計 2,030 459 325 2,814 小計 2,121 341 70 2,532 小計 2,258 501 0 2,759 小計 1,626 638 307 2,571
①生き方 29 2 1 32 ①生き方 23 9 3 35 ①生き方 104 5 1 110 ①生き方 261 63 0 324 ①生き方 186 94 62 342
②夫婦 72 22 6 100 ②夫婦 46 21 9 76 ②夫婦 164 23 2 189 ②夫婦 277 74 0 351 ②夫婦 113 49 24 186
③高齢者 19 7 3 29 ③高齢者 24 9 9 42 ③高齢者 21 4 0 25 ③高齢者 75 22 0 97 ③高齢者 51 26 20 97
④障がい者 2 1 0 3 ④障がい者 3 0 0 3 ④障がい者 10 0 0 10 ④障がい者 12 3 0 15 ④障がい者 6 0 0 6
⑤家族 194 51 45 290 ⑤家族 228 71 44 343 ⑤家族 307 57 9 373 ⑤家族 212 68 0 280 ⑤家族 200 105 43 348
⑥人間関係 146 27 17 190 ⑥人間関係 136 29 27 192 ⑥人間関係 208 17 5 230 ⑥人間関係 177 48 0 225 ⑥人間関係 133 55 44 232
⑦性 3 0 0 3 ⑦性 2 0 0 2 ⑦性 6 0 0 6 ⑦性 1 1 0 2 ⑦性 10 4 1 15
⑧身体 21 7 8 36 ⑧身体 70 9 11 90 ⑧身体 60 11 0 71 ⑧身体 63 7 0 70 ⑧身体 56 15 2 73
⑨精神保健 48 9 14 71 ⑨精神保健 134 4 11 149 ⑨精神保健 98 3 4 105 ⑨精神保健 126 5 0 131 ⑨精神保健 68 6 6 80
⑩くらし 604 191 116 911 ⑩くらし 1,275 279 190 1,744 ⑩くらし 1,030 198 45 1,273 ⑩くらし 852 166 0 1,018 ⑩くらし 648 222 74 944
⑪仕事 21 7 2 30 ⑪仕事 79 23 20 122 ⑪仕事 92 19 4 115 ⑪仕事 162 38 0 200 ⑪仕事 111 41 25 177
⑫法律 4 5 1 10 ⑫法律 5 2 1 8 ⑫法律 9 2 0 11 ⑫法律 21 4 0 25 ⑫法律 29 13 5 47
⑬その他 2 4 1 7 ⑬その他 5 3 0 8 ⑬その他 12 2 0 14 ⑬その他 19 2 0 21 ⑬その他 15 8 1 24
小計 1,165 333 214 1,712 小計 2,030 459 325 2,814 小計 2,121 341 70 2,532 小計 2,258 501 0 2,759 小計 1,626 638 307 2,571
01訪問 23 28 10 61 01訪問 6 16 2 24 01訪問 1 0 0 1 01訪問 24 0 0 24 01訪問 79 147 49 275
02電話 1,142 305 204 1,651 02電話 2,024 443 323 2,790 02電話 2,120 341 70 2,531 02電話 2,234 501 0 2,735 02電話 1,547 491 258 2,296
03文書 0 0 0 0 03文書 0 0 0 0 03文書 0 0 0 0 03文書 0 0 0 0 03文書 0 0 0 0
小計 1,165 333 214 1,712 小計 2,030 459 325 2,814 小計 2,121 341 70 2,532 小計 2,258 501 0 2,759 小計 1,626 638 307 2,571
女 1,126 333 213 1,672 女 2,024 459 325 2,808 女 2,116 340 70 2,526 女 2,248 498 0 2,746 女 1,601 614 307 2,522
男 39 0 1 40 男 6 0 0 6 男 5 1 0 6 男 10 3 0 13 男 25 24 0 49
Q 0 0 0 0 小計 2,030 459 325 2,814 小計 2,121 341 70 2,532 小計 2,258 501 0 2,759 小計 1,626 638 307 2,571
小計 1,165 333 214 1,712 ①ＤＶ 6 6 2 14 ①ＤＶ 34 5 0 39 ①ＤＶ 39 6 0 45 ①ＤＶ 15 3 0 18
①ＤＶ 12 4 0 16 ②児童虐待 0 1 0 1 ②児童虐待 0 1 0 1 ②児童虐待 0 0 0 0 ②児童虐待 5 2 0 7
②児童虐待 1 0 0 1

③
セクハラ
・パワハラ

0 0 0 0
③
セクハラ
・パワハラ

0 0 0 0
③
セクハラ
・パワハラ

0 0 0 0
③
セクハラ
・パワハラ

2 0 1 3
③
セクハラ
・パワハラ

1 0 0 1 ④自殺念慮 2 1 0 3 ④自殺念慮 1 0 0 1 ④自殺念慮 0 0 0 0 ④自殺念慮 0 0 0 0

④自殺念慮 0 0 0 0 ⑤
ストーカー 0 0 0 0 ⑤

ストーカー 0 0 0 0 ⑤
ストーカー 0 0 0 0 ⑤

ストーカー 0 0 0 0
⑤
ストーカー 0 0 0 0  ⑥その他 1 0 0 1  ⑥その他 1 0 0 1  ⑥その他 1 0 0 1  ⑥その他 0 0 0 0

 ⑥その他 2 0 0 2

市民部　共生社会推進課

項目 項目 項目 項目 項目

年
齢

年
齢

年
齢

年
齢

年
齢

相
談
内
容

相
談
内
容

相
談
内
容

相
談
内
容

相
談
内
容

女性相談員数3名 女性相談員数3名 女性相談員数3名 女性相談員数3名 女性相談員数3名

特
記
事
項

（
内
数

）

特
記
事
項

（
内
数

）

特
記
事
項

（
内
数

）

特
記
事
項

（
内
数

）

特
記
事
項

（
内
数

）

性
別

性
別

性
別

性
別

性
別

相
談
方
法

相
談
方
法

相
談
方
法

相
談
方
法

相
談
方
法



57．文化振興補助金の交付実績、新規団体への交付実績がわかるもの過去5年分

市民部　文化振興課

交付件数 うち新規団体件数 交付金額（円）
うち新規団体への
交付金額（円）

令和2年度 19 19 9 1 13,595,687 83,000

令和3年度 19 17 15 5 6,453,000 1,744,000

令和4年度 18 18 16 1 14,846,000 150,000

令和5年度 16 14 14 0 6,580,000 0

令和6年度
（予定）

29 27 26 11 17,568,000 2,778,000

年度 応募件数 採択件数

交 付 実 績



５８　環境部で給食残渣など堆肥化した実績過去3年分及び生ごみ処理装置に投入した給食残渣量

環境部　廃棄物対策課

たい肥化事業分 （単位：ｔ）

年度 給食残渣 草木類 生産堆肥量※１

R4年度※２ 2.5 21.0 18.0

R5年度 22.2 150.9 167.8

R6年度※３ 35.6 245.4 181.1

※１ 生産堆肥量の約半分を次の作業の種堆肥として使用

※２ R4年度はR5年1月から事業開始

※３　R6年度は2月末までの実績

生ごみ処理装置投入分

年度 給食残渣

R6年度※ 15.0

※投入開始2月3日　2月末までの実績　



59．スポーツ振興課における健康スポーツポイントの実績がわかるもの（令和元年度から令和５年度及び令和６年度直近月まで）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

713,950 30,564 2,376 19,397 15,012 2,484 20,412 46,145 37,950 79,090 20,130 25,960 6,380 305,900

649,000 1,980 880 7,040 4,840 990 21,780 54,065 65,120 21,450 17,160 15,400 53,460 264,165

334,400 13,100 3,400 13,800 9,700 10,100 7,500 25,200 64,400 15,500 9,300 13,700 63,400 249,100

334,400 15,300 6,400 13,400 12,400 9,100 33,600 9,800 29,500 14,400 12,900 20,600 62,100 239,500

335,000 18,300 17,700 16,900 16,400 14,100 21,000 19,800 15,700 17,600 8,900 14,900 61,800 243,100

239,000 12,100 22,500 21,700 19,100 10,300 16,600 37,800 14,800 19,500 11,000 185,400

※令和４年度までは地域づくり推進課のポイント管理業務委託料のうち、健康スポーツポイント相当額の予算

健康スポーツポイント対象事業

　現在のポイント対象事業

〇ラジオ体操ポイント

　過去のポイント対象事業

〇TopSportsCity奈良　試合観戦ポイント

　・バンビシャス奈良、奈良クラブホームゲーム

〇市が実施または指定するスポーツベントポイント

　・クリーンウォーキング

　・スポーツ体験フェスティバル

　・奈良マラソンボランティア

　・TopSportsCity奈良ファン感謝デー

　・奈良市民マラソンリレーマラソン大会

市民部 スポーツ振興課

付与ポイント数
予算額（円）年度

令和６年度

（単位：ポイント）

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度



（１）地域自治協議会の設立状況

ブロック 地区名 設立
一括
交付

認定
年月日

取組状況 ブロック 地区名 設立
一括
交付

認定
年月日

取組状況

飛　鳥 ● R3.7.19 R2準備金交付 登美ヶ丘

済　美 ● 〇 R1.7.19 H30準備金交付 東登美ヶ丘

済美南 ● 〇 R1.7.19 H30準備金交付 平城西 ● 〇 R1.7.19 H30準備金交付

鼓　阪 鶴　舞 ▲ H30準備金交付

佐　保 ● 〇 R1.7.19 H30準備金交付 二　名 ● R1.7.19 H30準備金交付

青　山 青　和

椿　井 富　雄

大　宮 ● 〇 R1.6.18 H30準備金交付 鳥　見

佐保川 田　原 ● 〇 R5.8.24 R4準備金交付

大安寺西 ● 〇 R1.6.18 H30準備金交付 柳　生

東　市 大柳生

明　治 ● 〇 R3.4.12 R2準備金交付 東　里

辰　市 狭　川

帯　解 月ヶ瀬

精　華 神　功

大安寺 右　京

伏　見 朱　雀 ● 〇 R1.7.19 H30準備金交付

伏見南 左　京 ● 〇 R1.6.18 H30準備金交付

西大寺北 ● 〇 R5.7.5 準備金交付なし 佐保台 ● 〇 R1.6.18 H30準備金交付

六条校区 ● R6.7.11 H30準備金交付 並　松

あやめ池 吐　山

都　跡 都　祁

平　城 ▲ H30準備金交付 六　郷

学園南 ● 〇 R1.6.18 H30準備金交付

富雄南 ▲ H30準備金交付

奈良帝塚山 ● R2.8.14 R1準備金交付 ● 協議会設立済…１７地区
学園三碓 ▲ 準備会設立済…３地区

都　祁
(４地区)

中部Ⅰ
(５地区)

中部Ⅱ
(４地区)

60．地域自治協議会の進捗や実態がわかるもの過去５年分

南　部
(６地区)

西南部Ⅰ
(７地区)

市民部　地域づくり推進課

西南部Ⅱ
(４地区)

西北部Ⅰ
(４地区)

西北部Ⅱ
(４地区)

東　部
(６地区)

北　部
(５地区)

1



（２）地域づくり一括交付金の状況

●算出基礎
（１）地域自治協議会の設立状況

・地域づくり一括交付金（令和２年度までは①のみ）
①運営及び自主的、自立的なまちづくり（旧・立ち上がり支援交付金） ②地域活動推進 ③自主防災・防犯活動

区域内人口 交付額 15万円＋50円×自治会加入世帯＋25円×自治会未加入世帯
2,000人以下 400,000円

2,001～5,000人 450,000円

5,001～10,000人 500,000円

10,001～15,000人 550,000円

15,001人以上 600,000円

・地域自治協議会準備交付金 1地区30万円（一回限り）

（単位：円）

①立上支援 ②地域活動 ③自主防 交付金額計

1 飛鳥地区 あすか地域自治協議会 12,490 6,268 4,317 1,951 － － 300,000 － － 550,000 － － 550,000

2 済美地区 済美地区地域自治協議会 12,415 6,394 3,973 2,421 － 550,000 － 550,000 － 550,000 409,925 540,000 1,499,925

3 済美南地区 済美南地区自治協議会 5,155 2,709 1,974 735 － 500,000 － 500,000 － 500,000 267,975 360,000 1,127,975

4 佐保地区 佐保地域自治協議会 11,009 5,650 4,786 864 － 550,000 － 550,000 － 550,000 410,225 540,000 1,500,225

5 大宮地区 大宮地区自治協議会 13,498 7,411 4,011 3,400 － 550,000 － 550,000 － 550,000 437,800 540,000 1,527,800

6 大安寺西地区 大安寺西川辺のまちづくり協議会 10,524 5,102 2,712 2,390 － 550,000 － 550,000 － 550,000 346,925 540,000 1,436,925

7 明治地区 明治地区自治協議会 8,871 4,211 2,561 1,650 － － 300,000 － － 496,228 － － 496,228

8 西大寺北地区 西大寺北地域自治協議会 7,375 3,723 2,306 1,417 － － － － － － － － －

9 学園南地区 学園南地域自治協議会 2,433 1,093 849 244 － 450,000 － 450,000 － 450,000 197,775 360,000 1,007,775

10 奈良帝塚山地区 奈良帝塚山地域自治協議会 7,842 3,557 2,733 824 300,000 － － 500,000 － 500,000 － － 500,000

11 平城西地区 平城西地域自治協議会 4,579 1,993 1,473 520 － 450,000 － 450,000 － 450,000 235,000 360,000 1,045,000

12 二名地区 二名地域自治協議会 7,538 3,246 2,851 395 － 500,000 － 500,000 － 500,000 － － 500,000

13 田原地区 田原地域自治協議会 1,502 724 502 222 － － － － － － － － －

14 朱雀地区 朱雀地区まちづくり協議会 6,463 2,874 2,021 853 － 500,000 － 500,000 － 500,000 271,950 360,000 1,131,950

15 左京地区 左京地区地域協議会 6,001 2,510 1,514 996 － 500,000 － 500,000 － 500,000 － － 500,000

16 佐保台地区 佐保台地区地域自治協議会 3,302 1,523 870 653 － 450,000 － 450,000 － 450,000 － － 450,000

17 六条校区 六条校区まちづくり協議会 14,267 6,711 4,994 1,717 － － － － － － － － －

18 平城地区 未設立 20,124 8,916 5,875 3,041 － － － － － － － － －

19 富雄南地区 未設立 11,927 5,405 3,851 1,554 － － － － － － － － －

20 鶴舞地区 未設立 6,787 3,385 2,008 1,377 － － － － － － － － －

300,000 5,550,000 600,000 6,050,000 0 7,096,228 2,577,575 3,600,000 13,273,803

交付額
270,000円

450,000円

R6.4.1時点

540,000円

令和元年度 令和２年度 令和３年度

360,000円

地区名 団体名 人口 世帯数
加入
世帯

未加入
世帯

準備金 立上支援 準備金 立上支援

区域内世帯数
999世帯以下

1,000～2,999世帯
3,000～4,999世帯
5,000世帯以上

準備金
一括交付金
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（単位：円）

①運営等 ②地域活動 ③自主防 交付金額計 ①運営等 ②地域活動 ③自主防 交付金額計 ①運営等 ②地域活動 ③自主防 交付金額計

1 飛鳥地区 あすか地域自治協議会 － 550,000 － － 550,000 － 480,545 － － 480,545 － 550,000 － － 550,000

2 済美地区 済美地区地域自治協議会 － 550,000 409,950 540,000 1,499,950 － 550,000 409,175 540,000 1,499,175 － 550,000 409,125 540,000 1,499,125

3 済美南地区 済美南地区自治協議会 － 500,000 266,750 360,000 1,126,750 － 500,000 267,075 360,000 1,127,075 － 500,000 265,750 360,000 1,125,750

4 佐保地区 佐保地域自治協議会 － 550,000 409,525 540,000 1,499,525 － 550,000 410,900 540,000 1,500,900 － 550,000 410,200 540,000 1,500,200

5 大宮地区 大宮地区自治協議会 － 550,000 435,450 540,000 1,525,450 － 550,000 435,550 540,000 1,525,550 － 550,000 435,925 540,000 1,525,925

6 大安寺西地区 大安寺西川辺のまちづくり協議会 － 550,000 345,925 540,000 1,435,925 － 550,000 345,350 540,000 1,435,350 － 550,000 343,000 540,000 1,433,000

7 明治地区 明治地区自治協議会 － 500,000 318,850 450,000 1,268,850 － 500,000 319,300 450,000 1,269,300 － 500,000 319,150 450,000 1,269,150

8 西大寺北地区 西大寺北地域自治協議会 － － － － － － 500,000 － － 500,000 － 500,000 299,375 450,000 1,249,375

9 学園南地区 学園南地域自治協議会 － 450,000 198,950 360,000 1,008,950 － 450,000 198,550 360,000 1,008,550 － 450,000 198,400 360,000 1,008,400

10 奈良帝塚山地区 奈良帝塚山地域自治協議会 － 500,000 － － 500,000 － 500,000 － － 500,000 － 500,000 － － 500,000

11 平城西地区 平城西地域自治協議会 － 450,000 236,400 360,000 1,046,400 － 450,000 236,650 360,000 1,046,650 － 450,000 234,550 360,000 1,044,550

12 二名地区 二名地域自治協議会 － 500,000 － － 500,000 － 500,000 － － 500,000 － 500,000 － － 500,000

13 田原地区 田原地域自治協議会 300,000 － － － － － 400,000 － － 400,000 － 400,000 180,625 270,000 850,625

14 朱雀地区 朱雀地区まちづくり協議会 － 500,000 272,300 360,000 1,132,300 － 500,000 272,375 360,000 1,132,375 － 500,000 272,475 360,000 1,132,475

15 左京地区 左京地区地域協議会 － 500,000 250,650 360,000 1,110,650 － 500,000 250,600 360,000 1,110,600 － 500,000 249,975 360,000 1,109,975

16 佐保台地区 佐保台地区地域自治協議会 － 450,000 － － 450,000 － 450,000 209,825 360,000 1,019,825 － 450,000 210,575 360,000 1,020,575

17 六条校区 六条校区まちづくり協議会 － － － － － － － － － － － 550,000 － － 550,000

18 平城地区 未設立 － － － － － － － － － － － － － － －

19 富雄南地区 未設立 － － － － － － － － － － － － － － －

20 鶴舞地区 未設立 － － － － － － － － － － － － － － －

300,000 7,100,000 3,144,750 4,410,000 14,654,750 0 7,930,545 3,355,350 4,770,000 16,055,895 0 8,550,000 3,829,125 5,490,000 17,869,125

令和６年度（見込）

準備金
一括交付金

地区名 団体名

令和４年度 令和５年度

準備金
一括交付金

準備金
一括交付金
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61．アダプトプログラム推進事業の事業実績がわかるもの過去５年分と地域別活動状況（令和６年度現在）

市民部　地域づくり推進課

①令和元年度～５年度実績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
104 105 102 100 100

2,092 2,029 2,061 1,995 1,707
3,211 3,353 4,331 3,539 3,833

70 86 80 88 85
700,000 860,000 800,000 880,000 850,000

②令和６年度地域別活動状況　※１団体で複数地区にまたがる活動をしている場合はそれぞれの地区にカウントしているため、合計数は団体数と一致しない。

地区名 団体数 地区名 団体数 地区名 団体数

飛鳥 5 伏見南 0 鳥見 2
済美 0 西大寺北 1 田原 0
済美南 1 六条 4 柳生 1
鼓阪 6 あやめ池 2 大柳生 2
佐保 6 都跡 5 東里 0
青山 15 平城 5 狭川 0
椿井 4 学園南 2 月ヶ瀬 1
大宮 7 富雄南 1 神功 2
佐保川 3 奈良　帝塚山 0 右京 3
大安寺西 1 学園三碓 2 朱雀 2
東市 2 登美ヶ丘 2 左京 1
明治 0 東登美ヶ丘 0 佐保台 9
辰市 1 平城西 0 並松 1
帯解 0 鶴舞 0 吐山 0
精華 0 二名 0 都祁 0
大安寺 2 青和 1 六郷 0
伏見 3 富雄 2

報奨金（円）

登録団体数（団体）
従事者数（人）
活動回数（回）

報奨金交付団体数（団体）



市民部　地域づくり推進課

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

登録団体数（団体） 127 132 138 141 146

従事者数（人） 2,821 2,697 2,846 2,876 2,722

登録公園数（公園） 160 165 168 173 180

活動回数（回） 2,039 1,792 1,949 2,082 2,301

報奨金（円） 10,072,510 10,582,780 10,981,720 11,330,200 11,764,732

道具代（円） 1,550,000 1,530,000 1,910,000 2,200,000 2,660,000

報奨金＋道具代（円） 11,622,510 12,112,780 12,891,720 13,530,200 14,424,732

※道具代は新規登録団体に支給する倉庫代も含む

62．グリーンサポート制度運営事業の事業実績がわかるもの過去５年分
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６３ 令和６年度のローカルコープ事業の業務委託契約書仕様書の一式 

市民部 月ヶ瀬行政センター地域振興課 
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令和４年１月５日 

奈良市・斑鳩町

環境部　クリーンセンター建設推進課

６４．環境省に承認された循環型社会形成推進地域計画の全て（令和４年以降）
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1. 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

構成市町名：奈良市、斑鳩町 

面   積：291.21 km2 

人   口：382,444 人（令和２年 10 月 1日現在） 

（内訳） 

市町村名 奈良市 斑鳩町 

面積（km2） 276.94 14.27 

人口（人） 354,833 27,611 

    （出典）令和元年奈良県統計年鑑、令和２年国勢調査 

 

図１ 対象地域図  
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(2) 計画期間 

本計画は、令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年間を計画期間とする。 

なお、計画期間内でも、社会経済情勢や廃棄物・リサイクルに関する法律・諸制度が大き

く変化した場合などにおいては、必要に応じて計画を見直すものとする。 

 

(3) 基本的な方向 

奈良市及び斑鳩町のごみ処理の現状は、奈良市は単独施設によるごみ処理を実施してい

るが、焼却施設の老朽化等の問題に直面している。また、斑鳩町は平成 29 年に「斑鳩町ゼ

ロ・ウェイスト宣言」を制定し、ごみの発生抑制及び資源化に努め、処理しきれなかった可

燃ごみ等については、他都市の民間業者にごみ処理委託している。 

奈良県では、平成 30 年３月に「奈良県廃棄物処理計画（第４次計画）」を策定し、「未来

に生きる『ごみゼロ奈良県』の実現」を基本目標に、県民一人ひとりが日々の暮らしの中で

資源やエネルギーを大切にする「環境に配慮したライフスタイル」の促進、地域特性に適し

た３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）等を促進することにより、さらなる「ごみの減量化」に

向けた積極的な実践活動の普及・拡大を図り、循環型社会の構築に向けて取り組んでいくと

している。 

奈良市及び斑鳩町においても、ごみの減量化や資源化をより一層推進するとともに、１市

１町でのごみ処理広域化による効率的な事業運営を行うことにより、循環型社会にふさわ

しい減量化・再生利用等のシステムの構築に努めていく。 

生活排水処理の現状は、奈良市は公共下水道の整備が進められているが、一部の生活雑排

水は未処理のまま河川等の公共用水域に排出されている。斑鳩町は未処理人口が多く、適切

な処理と水質の改善を図るためにも、公共下水道整備を推進させる必要がある。 

また、奈良市は、「世界遺産のあるまち」として豊かな自然環境を保持していく必要があ

るため、これまで以上に計画的かつ総合的に生活排水対策を推進することが課題である。こ

のような課題に応えるため、奈良市では、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽設置整備

の３事業、斑鳩町では、下水道、合併処理浄化槽設置整備の２事業を計画的に進めていくも

のとする。 

 

(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

奈良県では、県内のごみ処理施設の大半が、小規模かつ老朽化していることから、施設の

広域・統合整備による「ごみ共同処理」の促進が喫緊の課題となっており、ごみ処理広域化

の取り組みを促進するため、平成 28 年度から一般廃棄物処理の広域化に対する補助金制度

である「奈良モデル」を創設し、財政的支援を行っている。 

このような状況を受けて、奈良市は、平成 29 年２月から大和郡山市、生駒市、平群町で

開催されていた「合同勉強会」に平成 30 年２月から参加、斑鳩町は平成 30 年５月から参加

し、ごみ処理広域化の可能性について検討を進めてきた。現在は奈良市と斑鳩町の１市１町
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によるごみ処理広域化に向けて検討しており、令和 12 年度中に新クリーンセンターの稼働

を目指している。 
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2. 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

令和２年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図２のとおりである。 

なお、現状では、奈良市は奈良市環境清美工場において焼却処理を行っており、斑鳩町は

民間業者に焼却処理委託を行っている。 

 

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

 

図２ 一般廃棄物の処理状況フロー 

  

集団回収量 総資源化量

¦ ¦
15,043t 26,634t

¦ ¦

直接資源化量 処理後再生利用量

98,870t 97,308t 13,941t

528t 11,063t

(0.5%)
処理残渣量

(11.2%)

25,004t

排出量 計画処理量 中間処理量
(25.3%) 処理後

最終処分量

98,870t
(100.0%) (98.4%)

減量化量
(14.1%)

¦

(0.0%) (1.0%) (15.1%)

72,304t ¦

自家処理量 直接最終処分量
(73.1%) ¦

最終処分量
¦

0t 1,034t 14,975t
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(2) 生活排水の処理の現状 

1） 奈良市 

奈良市の令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図３のとおり

である。 

 

 

図３ 生活排水の処理状況フロー 

（令和２年度 奈良市） 

  

314,251人

(88.6%)

3,731人

(1.1%)

21,304人

(6.0%)

10,330人

(2.9%)

4,883人

(1.4%)

15,213人

(4.3%)

公共下水道

集落排水施設等

354,499人

(100.0%)

総人口

汚水衛生処理人口

(95.7%)

339,286人

未処理人口

3,675　kL/年

17,683　kL/年

浄化槽汚泥発生量

し尿発生量非水洗化人口

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽等
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2） 斑鳩町 

斑鳩町の令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図４のとおり

である。 

 

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

 

図４ 生活排水の処理状況フロー 

（令和２年度 斑鳩町） 

 

(3) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表１

のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

計画終了の翌年度である令和９年度を目標年度とし、目標達成時の処理状況を図５に示

す。 

  

13,562人

(48.0%)

0人

(0.0%)

3,793人

(13.4%)

9,890人

(35.0%)

994人

(3.5%)

10,884人

(38.5%)

汚水衛生処理人口

17,355人

(61.5%)

非水洗化人口 し尿発生量

1,180　kL/年

浄化槽汚泥発生量

28,239人
6,936　kL/年

(100.0%)

単独処理浄化槽未処理人口

公共下水道

集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽等
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表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 

表１補足 市町ごとの減量化、再生利用に関する現状と目標 

 
 

総排出量 30,945 28,956 トン ( -6.4 %)

1.88 1.75 トン／事業所 ( -6.9 %)

総排出量 67,925 55,086 トン ( -18.9 %)

155.2 129.1 kｇ／人 ( -16.8 %)

合　計 98,870 84,042 トン ( -15.0 %)

528 トン （0.5%） 610 トン ( 0.7 %)

26,634 トン 28,355 トン ( 28.5 %)

最終処分量 14,975 トン （15.1%） 12,587 トン ( 15.0 %)

　※２　　（１事業所当たりの排出量）＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／（事業所数）

　※３　　（１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

《指標の定義》 

排出量 ：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）[単位：トン] 

再生利用量 ：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和 [単位：トン] 

エネルギー回収量 ：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量 [単位：ＭＷｈ]及び熱利用量［単位：GJ］

最終処分量 ：埋立処分された量 [単位：トン]

未定

未定

kｇ／人

　※１ 　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回

　　　　　収量に対する割合

１人当たりの排出量※3

エネルギー

回　収　量

エネルギー回収量（年間の発電電力量

及び熱利用量）

埋立最終処分量

-

-

指　　　　　　　　　標
現　状　（割合※1）

（令和2年度）
目　標　（割合※１）

（令和9年度）

トン

再生利用量
直接資源化量

排　出　量 事業系 トン

1事業所当たりの排出量※2 トン／事業所

生活系

事業系生活系排出量計 トン

総資源化量 （23.4%）

総排出量 29,415 27,858 トン ( -5.3 %)

1.93 1.83 トン／事業所 ( -5.2 %)

総排出量 62,822 50,823 トン ( -19.1 %)

159.0 133.7 kｇ／人 ( -15.9 %)

合　計 92,237 78,681 トン ( -14.7 %)

348 トン （0.4%） 374 トン ( 0.5 %)

22,439 トン 22,946 トン ( 24.5 %)

14,701 トン （15.9%） 12,373 トン ( 15.7 %)
総排出量 1,530 1,098 トン ( -28.2 %)

1.00 0.39 トン／事業所 ( -61.0 %)

総排出量 5,103 4,263 トン ( -16.5 %)

107.1 73.7 kｇ／人 ( -31.2 %)

合　計 6,633 5,361 トン ( -19.2 %)

180 トン （2.7%） 236 トン ( 4.4 %)

4,195 トン 5,409 トン ( 92.1 %)

274 トン （4.1%） 214 トン ( 4.0 %)

目　標　（割合）

（令和9年度）

埋立最終処分量

奈良市

斑鳩町

事業系生活系排出量計 トン

直接資源化量

総資源化量 （56.9%）

事業系 トン

1事業所当たりの排出量※2 トン／事業所

生活系 トン

１人当たりの排出量※3 kｇ／人

埋立最終処分量

直接資源化量

総資源化量 （21.1%）

（令和2年度）

生活系 トン

１人当たりの排出量※3 kｇ／人

事業系生活系排出量計 トン

事業系 トン

1事業所当たりの排出量※2 トン／事業所

指　　　　　　　　　標
現　状　（割合）
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図５ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー 

  

集団回収量 総資源化量

¦ ¦
15,473t 28,355t

¦ ¦

直接資源化量 処理後再生利用量

84,042t 82,027t 11,182t

610t 12,272t

(0.7%)
処理残渣量

(14.6%)

23,454t

排出量 計画処理量 中間処理量
(27.9%) 処理後

最終処分量

84,042t
(100.0%) (97.6%)

減量化量
(13.3%)

¦

(0.0%) (1.7%) (15.0%)

58,573t ¦

自家処理量 直接最終処分量
(69.7%) ¦

最終処分量
¦

0t 1,405t 12,587t
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(4) 生活排水の処理の目標 

1） 奈良市 

奈良市の生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備

等を進めていくものとする。 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標（奈良市） 

 
 

 
図６ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー（奈良市） 

公共下水道 314,251 人 (88.6%) 302,666 人 (90.1%)

集落排水施設等 3,731 人 (1.1%) 3,694 人 (1.1%)

合併処理浄化槽 21,304 人 (6.0%) 21,261 人 (6.3%)

未処理人口 15,213 人 (4.3%) 8,262 人 (2.5%)

合計 354,499 人 335,883 人

汲み取りし尿量 3,675 1,989

浄化槽汚泥量 17,683 15,283

合計 21,358 17,272

令和２年度実績 令和９年度目標

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

302,666人

(90.1%)

3,694人

(1.1%)

21,261人

(6.3%)

5,610人

(1.7%)

2,652人

(0.8%)

公共下水道

集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

汚水衛生処理人口

327,621人

(97.5%)

非水洗化人口 し尿発生量

1,989　kL/年

335,883人
15,283　kL/年

(100.0%)

単独処理浄化槽未処理人口

8,262人

(2.5%)
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2） 斑鳩町 

斑鳩町の生活排水処理については、表３に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備

等を進めていくものとする。 

表３ 生活排水処理に関する現状と目標（斑鳩町） 

 
 

 
※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

図７ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー（斑鳩町） 

公共下水道 13,562 人 (48.0%) 17,046 人 (62.7%)

集落排水施設等 0 人 (0.0%) 0 人 (0.0%)

合併処理浄化槽 3,793 人 (13.4%) 3,443 人 (12.7%)

未処理人口 10,884 人 (38.5%) 6,709 人 (24.7%)

合計 28,239 人 27,198 人

汲み取りし尿量 1,180 1,007

浄化槽汚泥量 6,936 5,431

合計 8,116 6,438

令和２年度実績 令和９年度目標

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

17,046人

(62.7%)

0人

(0.0%)

3,443人

(12.7%)

5,871人

(21.6%)

838人

(3.1%)

6,709人

(24.7%)

集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

汚水衛生処理人口

20,489人

(75.3%)

27,198人
5,431　kL/年

(100.0%)

単独処理浄化槽未処理人口

非水洗化人口 し尿発生量

1,007　kL/年

公共下水道
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3. 施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

ア. 有料化 

奈良市では、現在、事業系一般廃棄物については、累進従量制により課金し、直接納入方

式により処理料金を徴収している。今後も、事業系一般廃棄物の適正な処理を進めるため、

随時、ごみ処理手数料の見直しを行い、徐々に処理原価に近付けていく。 

生活系ごみについては、循環を進める生活習慣を形成するため、さらなる排出抑制を進め

た上で、有料化に向け検討していく。 

斑鳩町では、平成 12 年度より生活系可燃ごみ等の有料化を実施するとともに、平成 22 年

度から事業系一般廃棄物の処理手数料の見直しなどにより、ごみの発生抑制を進めている

が、今後も引き続き、収集体制、処理方法の見直しや事業系処理手数料の改定等により、ご

み処理経費のさらなる削減に努める。 

 

イ. 環境教育、普及啓発 

奈良市では、資源循環を進めるため、「ごみ懇談会」と連携し、資源化やごみ処理につい

ての情報を住民に提供するとともに、ごみ発生抑制や排出マナーの徹底などについて啓発

し、ごみの行く末にまで心を向け、ごみに責任を持った生活の浸透を目指す。また、小学生

向けのごみに関する学習教材や出前講座の機会を用いて、「より若い世代」にごみ減量の意

識付けも図っていく。 

斑鳩町では、ごみを燃やさない、埋め立てないまち「ゼロ・ウェイスト」の実現のため、

住民、事業者、行政が一体となった取り組みを推進する。また、次世代を担う子どもたちへ

の教育の重要性から、幼稚園・保育園・小中学校と連携し、ごみゼロ、３Ｒについての環境

教室の実施や各種イベントをはじめ様々な機会をとらえ、ゼロ・ウェイストの周知啓発を行

う。 

また、高齢者など分別困難世帯への支援や紙おむつ専用袋の交付の充実など高齢者や子

育て世帯などに配慮した取り組みを推進する。 

 

ウ. ごみ減量化の推進 

奈良市では、事業者に対して、ごみ減量の参考事例や適正なごみの排出方法を紹介するな

どの講習会を実施する。 

さらに、多量にごみを排出する事業所については、減量計画書による事業所指導を進める。 

斑鳩町では、２Ｒ（リデュース＜ごみを出さない・発生抑制＞、リユース＜繰り返し使う・

再使用＞）を推進し、ごみを発生させない仕組みづくりに努める。 
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エ. 集団回収、販売店の店頭回収等の推進 

奈良市では、集団回収未実施地区については、集団回収の実施を促進する。また、回収実

施店舗情報の提供などにより生活系ごみの資源循環を進める。 

斑鳩町では、集団回収未実施地区については、町において回収を行うなど資源化を推進す

る。 

 

オ. 行政による拠点回収・分別収集の推進 

奈良市では、ごみ焼却施設（環境清美工場）において、古紙や空き缶、空きびん等の回収

の取り組みを進めるとともに、公共施設での拠点回収を推進する。さらに、生活系ごみの分

別収集を徹底し、資源循環を促進する。 

斑鳩町では、各公共施設に「資源にカエル宝箱」（回収ボックス）を設置するなどし、住

民の分別意識の向上を図るとともに紙類、布類の資源回収を進める。 

 

カ. 生活排水対策 

奈良市・斑鳩町地域は、家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、それぞれ以下の

ような啓発活動の推進を今後目指していく。 

・広報誌やパンフレット等を活用して啓発活動を実施（奈良市・斑鳩町） 

・有志住民による学習会等の開催に協力（奈良市） 

・使用済食用油回収事業の継続実施（斑鳩町） 

・水質改善に向けた環境教室の実施（斑鳩町） 

 

(2) 処理体制 

1） 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については表４、表５に示すとおりである。 

奈良市では、可燃ごみは焼却施設で焼却処理している。焼却施設については、新施設の建

設計画を推進し、速やかに新たなエネルギー回収型廃棄物処理施設の建設工事に着手する

予定である。一方、不燃ごみ・大型ごみは破砕処理後、可燃物は焼却処理、不燃物は埋立処

分、資源化物は資源化を進めている。 

リサイクルについては、平成 11 年度にその他プラスチック（平成 19 年度よりプラスチ

ック製容器包装）を含めた９種分別収集を全市で実施するとともに、生活系ごみの排出ごみ

袋の透明・半透明化を導入するなど、ごみの減量に努めてきた。現在は、再生資源（缶・び

ん・ペットボトル・紙パック）の分別収集（定期収集）、拠点回収及び古紙類の集団回収等

を中心にリサイクルを推進している。 

今後もプラスチック製容器包装を中心に分別の徹底に取り組んでいくとともに、食品ロ

スの削減・雑がみを含む古紙類の集団回収推進に取り組む。 

生活系ごみの有料制が導入されるにあたっては、ごみの分別区分の見直し等を図る。排出
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される可燃ごみについては、焼却処理施設で焼却処理を行い、焼却残渣の最終処分を行って

いる。 

斑鳩町では、町焼却施設の廃止に伴い、可燃ごみは民間事業者の焼却施設で焼却処理され

ているが、可燃ごみの焼却は地球温暖化を加速させるとともに、焼却処理により、資源の有

効利用が妨げられている。 

資源化の推進により、リサイクル率は年々向上しているが、今後、可燃ごみ焼却量のさら

なる減量を図るためには、現在、町内約６割で実施している生ごみ分別回収事業（生ごみ堆

肥化事業）を、町全域で実施するよう進めることが不可欠である。しかしながら、各地区の

集積場所の確保など、町全域での分別収集が難しいという課題もあり、収集体制等も含め検

討を進める。 

また、広域によるごみ処理を実施した場合のごみ処理体制について、分別・収集体制やご

み減量施策等に相違があるため全て統一する必要はないが、より良い体制整備に向けて各

市町で調整する。 

 

2） 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

奈良市では、事業系一般廃棄物について、引き続き、排出者が奈良市環境清美センター搬

入管理要領に基づいた分別を行い、排出者による自己搬入または一般廃棄物収集業者（許可

業者）への収集委託による処理施設への搬入の後、焼却処理、破砕処理、埋立処分及び資源

化を行う。 

なお、ごみを搬入する車両の積載物の展開検査等により、不適正な廃棄物の混入防止等、

事業系一般廃棄物に対する適正搬入のための指導を徹底する。 

斑鳩町では、事業系一般廃棄物（可燃ごみ）の処理量が年々増加傾向となっており、事業

系一般廃棄物の減量化・資源化に向け取り組みを進める。 

そのため搬入時の展開検査による搬入事業者への指導の徹底や事業所訪問などによる排

出事業者への分別啓発により、生ごみ、紙類の資源化を推進し、生活系と同様にさらなるご

み減量を図る。 

 

3） 一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

奈良市の環境清美センターで受け入れることのできる産業廃棄物（あわせ産廃）について

は、紙くず、木くず、繊維くずを指定しているが、搬入事業者への適正搬入のための指導を

徹底していく。 

 

4） 生活排水処理の現状と今後 

奈良市では、引き続き、下水道や集落排水処理施設が整備されていない人口散在地域等に

おいて、合併処理浄化槽の整備を進めていく。 

また、し尿、浄化槽汚泥については、衛生浄化センターにおいて処理し、生じた汚泥は肥
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料化を行っていく。 

斑鳩町では、引き続き、下水道認可区域以外の地域等において、合併浄化槽の整備に対し

て助成を行っていく。 

また、し尿、浄化槽汚泥については、現在、し尿処理施設において処理し、生じた汚泥を

脱水後、民間業者へ引き渡し再生利用しているが、今後も引き続き、再生利用方法などにつ

いて調査研究を進める中、環境負荷の少ない利用方法などを進める。
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表４ 奈良市の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

 

一次処理 二次処理

有害ごみ 資源化 再資源化業者 有害ごみ 資源化

プラスチック製容器包装
（定期収集）

選別・圧縮
梱包

プラスチック製容器包装処理施設
プラスチック製容器包装

（定期収集）
選別・圧縮

梱包
プラスチック製容器包装処理施設

ガラスびん
（定期収集、拠点回収）

選別 ガラスびんストックヤード
ガラスびん

（定期収集、拠点回収）
選別 ガラスびんストックヤード

ペットボトル
（定期収集、拠点回収）

選別・圧縮
梱包

ペットボトル処理作業所
ペットボトル

（定期収集、拠点回収）
選別・圧縮

梱包
ペットボトル処理作業所

発泡スチロール製食品トレイ
（拠点回収）

選別・梱包 白色トレイストックヤード
発泡スチロール製食品トレイ

（拠点回収）
選別・梱包 白色トレイストックヤード

飲料用紙パック
（定期収集、拠点回収）

選別 飲料用紙パックストックヤード
飲料用紙パック

（定期収集、拠点回収）
選別 飲料用紙パックストックヤード

空き缶
（定期収集、拠点回収）

選別・圧縮 空き缶選別作業所
空き缶

（定期収集、拠点回収）
選別・圧縮 空き缶選別作業所

新聞、雑誌、
ダンボール、布類

（拠点回収）
選別 資源回収場

新聞、雑誌、
ダンボール、布類

（拠点回収）
選別 資源回収場 再生資源化事業者

環境清美センター
（粗大ごみ破砕処理施設）

再商品化事業者

再生資源化事業者

大型ごみ 大型ごみ

再資源化業者

燃やせないごみ

破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

環境清美センター
（粗大ごみ破砕処理施設）

環境清美工場
（焼却処理施設）

燃やせるごみ
焼却
→

埋立

［焼却灰］
・南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場
・大阪湾広域臨海環境整備センター

燃やせるごみ
焼却
→

埋立

環境清美工場
（焼却処理施設）

［破砕不燃物］
・南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場

［処理困難物］
・専門業者処理委託

［破砕可燃物］
・環境清美センター（焼却処理）

［破砕スクラップ］
・再生資源化業者

燃やせないごみ

破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

分別区分 処理方法
処理施設等

分別区分 処理方法 処理施設等

現　　状　（令和2年度） 今　　後　（令和9年度）
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表５ 斑鳩町の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

有害ごみ 資源化 再資源化業者 有害ごみ 資源化 再資源化業者

その他プラスチック類、ビン類・缶類
（定期収集）

選別 再資源化業者
その他プラスチック類、ビン類・缶類

（定期収集）
選別 再資源化業者

ペットボトル、発泡スチロール製食
品トレイ

（定期収集、拠点回収）
選別 町選別施設

ペットボトル、発泡スチロール製食
品トレイ

（拠点回収）
選別 町選別施設

枝葉・草類、生ごみ
（定期収集）

堆肥化 再資源化業者
枝葉・草類、生ごみ

（定期収集）
堆肥化 再資源化業者

古紙類、古着類、紙パック、陶磁器
類・ガラス食器類、食用油等

（拠点回収）
選別 再資源化業者

古紙類、古着類、紙パック、陶磁器
類・ガラス食器類、食用油等

（拠点回収）
選別 再資源化業者

大型ごみ

燃やせないごみ 破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

処理委託

大型ごみ

燃やせないごみ 破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

処理委託

燃やせるごみ
焼却
→

埋立・資源化
処理委託処理委託燃やせるごみ

焼却
→

埋立・資源化

処理施設等分別区分 処理方法 分別区分 処理方法 処理施設等

現　　状　（令和2年度） 今　　後　（令和9年度）
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(3) 処理施設等の整備 

1） 廃棄物処理施設 

前述の分別区分及び処理体制において、ごみ処理を行うために必要な施設を表６のとお

り整備する。 

表６ 整備する処理施設 

事業

番号 

整備施設種類 

施設名 
事業名 処理能力 設置予定地 

事業期間 

（全体事業期間） 

１ 

ごみ焼却施設 

（仮称）新クリーンセン

ター 

エネルギー回収型廃棄物

処理施設整備事業 
未定 

奈良市七条

地区 
（R９～R12） 

２ 

リサイクルセンター 

（仮称）新クリーンセン

ター 

マテリアルリサイクル推

進施設整備事業 
未定 

奈良市七条

地区 
（R９～R12） 

３ 

汚泥再生処理センター 

奈良市衛生浄化センター

汚泥再生処理施設 

基幹的設備改良事業 
90kl/日 

生ごみ 3.4ｔ 

奈良市大安

寺西２丁目

281 番地内 

Ｒ４～Ｒ８ 

（整備理由） 

事業番号１  既存焼却施設の老朽化、広域による処理の集約化、エネルギー回収・有効

利用の促進 

事業番号２  既存処理施設の老朽化、施設の集約化、マテリアルリサイクルの推進 

事業番号３  し尿処理施設の老朽化、処理能力の向上 

 

2） 合併処理浄化槽の整備 

 合併処理浄化槽の整備については、表７のとおり行う。 

 

表７ 合併処理浄化槽の整備計画 

事業 直近の整備済基数

（基） 

（令和２年度末） 

整備計画基数

（基） 

整備計画人口

（人） 
事業期間 

浄化槽設置整備事業 

 奈良市 1,767 60 283 Ｒ４～Ｒ８ 

 斑鳩町 618 45 273 Ｒ４～Ｒ８ 
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(4) 廃棄物処理施設における計画支援事業 

（3）の施設整備に先立ち、表８のとおり計画支援事業を行う。 

 

表８ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

１ 

. 

２ 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る施設整備基本計画 
基本計画等 令和４年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る環境影響評価（方法書～評価書） 
環境影響評価 

令和５年度～ 

令和８年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係るＰＦＩ導入可能性調査 

ＰＦＩ導入可能性

調査 
令和４年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る処理施設基本設計 
基本設計等 令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る測量業務 
測量業務 令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る地質調査 
地質調査 令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る埋蔵文化財調査 
埋蔵文化財調査 

令和７年度～ 

令和８年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る発注支援業務 
発注支援 

令和７年度～ 

令和８年度 
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(5) その他の施策 

その他、構成地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

 

① 剪定枝木・草類の処理事業の実施 

奈良市では、一般廃棄物処理の許可を持つ処分業者の組合の草木処分場を活用し、町内清

掃時に排出される剪定草木類のチップ化・堆肥化等を行う。また、市内事業所等で発生する

剪定草木類も、処分業者での処理ルートの活用を排出事業所及び収集事業者に促す取り組

みを進める。 

斑鳩町においては、引き続き、剪定枝葉・草類の分別収集を実施し、民間事業者において

堆肥化を行い、作られた堆肥については住民に販売し、循環型社会の取り組みを進める。 

 

② 有機性廃棄物の有効利用の推進 

奈良市では、家庭における有機性廃棄物に対して、生ごみ処理機等の購入助成を引き続き

行う。また、草木類及び食品残渣を活用した資源化（堆肥化）事業の実施と生産された堆肥

の有効な利用先の確保について検討を進める。 

斑鳩町においては、生ごみ処理機等の購入助成を引き続き行う。また、生ごみ分別収集の

全町実施に向け取り組みを進めるとともに、事業系生ごみについても分別排出の促進に向

け取り組みを進める。 

また、分別排出された生ごみについては、民間事業者において枝葉等と合わせて堆肥化を

行い、作られた堆肥については住民に販売し、循環型社会の取り組みを進める。 

 

③ 廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

奈良市及び斑鳩町では、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に基づき、適切な回

収、再商品化がなされるよう関連団体や小売店などと協力して普及啓発及び回収体制を整

えるとともに、小型家電回収ボックスを公共施設等に設けリサイクルを推進していく。 

 

④ 不法投棄、散在ごみ、野外焼却の防止 

奈良市では、不法投棄が発生しやすい「重点地域」に対し、パトロールの強化やセンサー

カメラの設置などの対策を行い、早期認知と指導を徹底していく。 

一方、散在ごみに対しては、奈良市ポイ捨て防止に関する条例に基づく美化促進重点地域

において、ごみの散乱を防止するための市民・事業者・ 観光客に対する啓発、パトロール、

指導を徹底する。また、美化促進重点地域の清掃活動を、地域の事業所や住民と共に進める。 

斑鳩町においては、環境パトロールの充実を図るとともに、不法投棄が多い地域において、

防犯カメラの設置などの対策を行い、不法投棄のないまちづくりに向け取り組みを進める。 

 

- 22-



 

20 

⑤ プラスチックごみの削減推進 

奈良市では、プラスチック資源循環促進法の成立を受け、今後、法の趣旨に則り、プラス

チック製容器包装以外の「ワンウェイプラスチック」の発生抑制に向けた啓発や、企業によ

る自主回収ルートへの協力・参画、分別区分の見直し等、実施に向けて検討を進めていく。 

斑鳩町においては、引き続き、プラスチック類の分別収集を行い、資源化処理を行う。 

また、プラスチック資源循環促進法の成立を受け、今後、整備される制度等について、さ

らなる効率的な回収、リサイクル手法などの検討を進めていく。 

 

⑥ 食品ロスの削減 

奈良市では、食品ロス削減推進法が施行され、食品ロス削減の機運が高まる中、「手つか

ず食品を無くす」といった家庭で取り組む食品ロス削減と、「てまえどり」運動推進やフー

ドバンク活動の認知度向上のための啓発など、多方面から取り組みを進めていく。 

斑鳩町においては、食品ロス削減推進法及び県の推進計画を踏まえる中で、現状分析など

を行い、食品ロス削減に向けた施策を進めていく。 

 

⑦ 紙ごみの削減 

奈良市では、燃やせるごみに含まれる紙ごみには、再生可能な古紙類が多分に含まれてお

り、特に「雑がみ」と呼ばれる古紙についての認知度を向上させるための広報・啓発に引き

続き取り組むとともに、集団資源回収未実施の自治会等に向けて、実施を促すための要請を

行う。 

また、小規模事業所に対しても、古紙のリサイクルを実施するための環境づくりを検討し

ていく。 

斑鳩町においては、引き続き、雑がみの分別排出施策を推進するとともに、集団回収実施

団体への奨励金の交付や未実施団体における町の回収事業を継続する。 

また、町内事業者に対しても、紙類のリサイクルが促進されるよう環境整備を進める。 

 

⑧ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

奈良市では、将来発生が予想される大規模災害に備え、災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速

に処理を図るとともに、早期に復旧、復興することを目的として、環境省の「震災廃棄物対

策指針」及び「水害廃棄物対策指針」に基づき、平成 21 年３月「奈良市災害廃棄物処理計

画」を策定し、令和４年３月の改訂に向けその内容の見直しを行う予定である。万が一の災

害発生時には、計画に沿った対応ができるように準備を進める。 

また、平時から災害に対する危機管理に努めるとともに、災害時においては、奈良県都市

清掃協議会参加の県下 12 市２組合により締結した、「災害等緊急時における一般廃棄物（ご

み）処理に関する相互応援基本協定」及び奈良県が中心となる県下自治体及び一般廃棄物処

理を行う組合等との間で締結した、「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協
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定」をもとに、広域的な相互応援・支援を行う。 

斑鳩町においては、環境省の災害廃棄物対策指針に基づき、令和３年８月に「斑鳩町災害

廃棄物処理計画」を策定し、今後、計画に沿った対応ができるよう準備を進める。 

また、災害廃棄物処理に係る広域的な相互協力体制が必要不可欠であることから、県及び

県内自治体との協定である「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定」や県

外自治体との協定である「災害時等相互協力に関する協定」をもとに、広域的な相互応援・

支援を行う。 

なお、奈良市及び斑鳩町において、民間事業者との間においても、「災害廃棄物等の処理

に関する基本協定書」を締結し、地震等災害及び不測の事態において、処理が困難となった

災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための体制を整備している。 
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4. 計画のフォローアップと事後評価 

 

(1) 計画のフォローアップ 

奈良市・斑鳩町地域は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、

必要に応じて、奈良県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直し

を行うものとする。 

 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計

画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すもの

とする。

- 25-



 

 

2
3
 

様式１ 

循環型社会形成推進交付金事業実施計画 総括表１ 

 

 
 

 

 

 

 

1　地域の概要

(１)地域名 382,444人

　その他

　　組合を構成する市町村：

　　設立されていない場合、今後の見通し：

(６)構成市町村に一部事務組合等が含まれる場合、
当該組合の状況

年月日　設立　

※交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目すべてに○を付ける。

奈良・斑鳩地域 (２)地域内人口 (令和2年10月1日現在) (３)地域面積 291.21km
2

(４)構成市町村等名 奈良市、斑鳩町 (５)地域の要件
※

人 口 面 積 沖 縄 離 島 奄 美 豪 雪 山 村 半島 過疎

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

28,956 (R2比 -6.4 %)

1.75 (R2比 -6.9 %)

55,086 (R2比 -18.9 %)

129.1 (R2比 -16.8 %)

合計 84,042 (R2比 -15.0 %)

直接資源化量（トン） 1,117 (1.0％) 751 (0.7％) 739 (0.7％) 647 (0.6％) 588 (0.6％) 528 (0.5％) 610 ( 0.7 %)

総資源化量（トン）　　　　　　 21,431 (18.0％) 21,601 (18.4％) 25,962 (22％) 26,295 (22.4％) 26,662 (22.6％) 26,634 (23.4％) 28,355 ( 28.5 %)

（年間の発電電力量　MWH） - - - - -

（年間の熱利用量　GJ） - - - - -

最終処分量 埋立最終処分量（トン） 18,025 (16.5％) 15,259 (14.6％) 14,298 (13.8％) 14,541 (14.2％) 15,269 (14.8％) 14,975 (15.1％) 12,587 ( 15.0 %)

※ 別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。

事業系

生活系

104,254109,082

67,447

163.0 154.0 153.2

総排出量（トン）

１事業所当たりの排出量（トン/事業所）

総排出量（トン）

１人あたりの排出量（kｇ/人）

事業系生活系総排出量（トン）

未定

未定
熱回収量

-
エネルギー回収量

30,945

1.88

67,925

155.2

98,870

-

103,545 102,420 102,855

再生利用量

排出量

152.1 154.0

72,501 68,324 67,676 66,830

目標

令和9年度

35,408

2.37 2.30 2.28 2.24 2.15

36,581 35,930 35,869 35,590

　
指標・単位
年

過去の状況・現状（排出量等に対する割合）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

一般廃棄物処理計画と目標値が異なる場合に、地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性に配慮した内容
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定
（1）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月
廃止又は休止（予定）

年月
解体（予定）年月 想定される浸水深と対策 備考

ごみ焼却施設
奈良市環境清美センター

ごみ焼却施設
奈良市 全連続式 480ｔ/日

S57.3（1基）
S60.8(3基)

未定 未定
新施設稼働開始後、現有施設を

解体撤去

粗大ごみ処理施設
奈良市環境清美センター

粗大ごみ処理施設
奈良市 横軸スイングハンマー 100t/5h H1.3 未定 未定 リサイクルセンターとして整備

ペットボトル圧縮設備 ペットボトル圧縮梱包作業所 奈良市 圧縮、梱包及び保管 4t/日 H20.12 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

建物はなく設備のみ設置しており、

浸水により修繕が必要となった場

合、修繕が完了するまで民間業者

に処理を依頼する。

リサイクルセンターとして整備

空き缶資源化施設 空き缶資源化施設 奈良市 圧縮及び梱包 9.2t/日 H4.6 H11.7 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

建物はなく設備のみ設置しており、

浸水により修繕が必要となった場

合、修繕が完了するまで民間業者

に処理を依頼する。

リサイクルセンターとして整備

最終処分場
奈良市南部土地改良清美事業

一般廃棄物最終処分場
奈良市

サンドイッチ方式
及びセル方式

（第２工区）
819,610㎥

H12.5 未定 未定

最終処分場
奈良市緊急時一般廃棄物

最終処分場
奈良市

生物学的処理接触酸化+
凝縮沈殿+塩素滅菌

264,403㎥ S63.5 未定 未定

し尿処理施設 奈良市衛生浄化セ ンター 奈良市
膜分離後負荷生物脱窒素

処理方式+高度処理
90kl/日

（生ごみ3.4t/日）
H15.3 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

主要機器を２階に設置するなどの対

策を行っている。

し尿処理施設 山辺衛生センター
山辺環境
衛生組合

高濃度二段活性汚泥法＋
高度処理

20kl/日 S62.4 未定 未定

ごみ焼却施設 斑鳩町衛生処理場 斑鳩町 機械化バッチ燃焼式 40ｔ/日 S57.4 H24.3.31 H26.12.18～H28.8.5

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

同施設は、家庭からの持込ごみの

搬入施設として位置付けており、周

辺道路の浸水により施設へ搬入で

きなくなった場合は、一時的に受け

入れを休止し、代替施設として、斑

鳩町最終処分場・ごみ積替え施設

においてその機能を運用する。

廃止後、民間へ処理委託

最終処分場 斑鳩町最終処分場 斑鳩町 管理型埋立施設 39,000㎥ S59.12 未定 未定
処分場内にごみ積替え施設建設

（H26.1稼働）

し尿処理施設 斑鳩町鳩水園 斑鳩町 標準脱窒素処理方式 40kl/日 S52.4 未定 未定

（浸水深5.0m～10.0ｍ未満の区域）

周辺道路の浸水により、施設へ廃棄

物（し尿）が搬入できなくなった場合

は、奈良県災害廃棄物等の処理に

係る相互支援に関する協定等に基

づき、周辺自治体等へ処理を依頼

する。

（2）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位）
竣工予定年

月日
更新（改良）・新設理由

廃焼却施設の解体の有無
（解体施設の名称）

想定される浸水深と対策 備考

ごみ焼却施設 未定 未定 未定 未定 未定
現有施設の老朽化及び
広域処理のための新設

有
（奈良市環境清美センター
ごみ焼却施設及び粗大ご

み処理施設）

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域、

対象区域の一部に浸水深3.0m～

5.0ｍ未満の区域あり）

施設嵩上げ等の対策を検討してい

る。

リサイクルセンター 未定 未定 未定 未定 未定
施設の集約及び

資源回収効率の向上

有
（ペットボトル圧縮設備

及び空き缶資源化施設）

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域、

対象区域の一部に浸水深3.0m～

5.0ｍ未満の区域あり）

施設嵩上げ等の対策を検討してい

る。

し尿処理施設 奈良市衛生浄化センター 奈良市
膜分離後負荷生物脱窒素

処理方式+高度処理
90kl/日

（生ごみ3.4t/日）
未定

処理能力維持のための
基幹改良

－
（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

主要機器を２階に設置するなどの対

策を行っている。
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4　生活排水処理の現状と目標

未処理人口

※ 参考として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。

5　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

奈良市

斑鳩町

奈良市

斑鳩町

(6.8％)(6.5％)

25,258

(6.5％)

25,236

(6.5％)

25,110

(6.5％)

(88.1％)

3,731

(1％)

3,694

(1％)

(6.6％)

H3

―

45 273 R9

60

― ―

323,997

(83.2％)

324,978

(83.8％)

326,049 328,123

618 H22,843

備考
現有施設の内容 整備予定基数の内容

基数

24,704

31,40933,879 14,971

―

283

― ―

R9

27,615

処理人口 目標年次

― ― ― ―

1,767

―

　

指標・単位

過去の状況・現状（排出量等に対する割合） 目標

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度

363,081

327,813

(85.6％)

319,712
公共下水道

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

集落排水施設等

総人口

(1％) (1％) (1％)

384,562391,255

(85.3％)

4,723 3,889 3,852 3,780 3,714

322,412

(82.4％)

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

389,503 387,967

浄化槽設置整備事業

公共浄化槽等整備推進事業

382,738

合併処理浄化槽等
25,017 25,238

386,474

(84.4％)

(1.2％) (1％)

処理人口 開始年度 基数

(6.4％)

汚水衛生処理人口 26,09739,103 36,379

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

25,097

事業主体施設種別

8,115

―
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様式２ 

 

 

事業名称 単位 開始 終了
令和

　４年度
令和

　５年度
令和

　６年度
令和

　７年度
令和

　８年度
令和

　４年度
令和

　５年度
令和

　６年度
令和

　７年度
令和

　８年度

30,000 200,000 200,000 500,000 500,000 0 200,000 200,000 500,000 500,000

3 奈良市 90 t/日 R4 R8 30,000 200,000 200,000 500,000 500,000 200,000 200,000 500,000 500,000

11,026 13,915 13,915 12,009 12,009 7,542 8,964 8,964 7,058 7,058

奈良市 60 基 R4 R8 6,882 9,771 9,771 9,771 9,771 3,398 4,820 4,820 4,820 4,820

斑鳩町 45 基 R4 R8 4,144 4,144 4,144 2,238 2,238 4,144 4,144 4,144 2,238 2,238

33,000 79,710 74,000 393,200 283,600 33,000 79,710 74,000 393,200 283,600

1・2 奈良市 - - R4 R4 24,500 24,500

1・2 奈良市 - - R5 Ｒ8 7,710 74,000 128,200 18,600 7,710 74,000 128,200 18,600

1・2 奈良市 - - R4 R4 8,500 8,500

1・2 奈良市 - - R5 R5 30,000 30,000

1・2 奈良市 - - R5 R5 20,000 20,000

1・2 奈良市 - - R5 R5 22,000 22,000

1・2 奈良市 - - R7 Ｒ8 250,000 250,000 250,000 250,000

1・2 奈良市 - - R7 Ｒ8 15,000 15,000 15,000 15,000

74,026 293,625 287,915 905,209 795,609 40,542 288,674 282,964 900,258 790,658

構成市町：奈良市、斑鳩町

○し尿処理に関する事業 1,430,000 1,400,000

基幹的設備改良事業

循環型社会形成推進交付金事業実施計画　総括表2

事業種別

事業
番号

事業主体名称

規模 事業期間 総事業費（千円・税抜き） 交付対象事業費（千円・税抜き）

備考

1,430,000 1,400,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
施設整備基本計画支援事業

24,500 24,500

○浄化槽に関する事業 62,874 39,586

浄化槽設置整備事業 45,966 22,678

16,908 16,908

○施設整備に関する計画支援事業

浄化槽設置整備事業

863,510 863,510

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
環境影響評価（方法書～評価書）支援
事業

228,510 228,510

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
ＰＦＩ導入可能性調査支援事業

8,500 8,500

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
処理施設基本設計支援事業

30,000 30,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
測量業務支援事業

20,000 20,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
地質調査支援事業

22,000 22,000

合　　計 2,356,384 2,303,096

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
埋蔵文化財調査支援事業

500,000 500,000

30,000 30,000
（仮称）新クリーンセンター整備に係る
発注支援業務支援事業
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【参考資料様式６】 

施設概要（し尿処理施設系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 奈良市 

（２）施設名称 奈良市衛生浄化センター汚泥再生処理施設 

（３）工期 令和 ４ 年度～令和 ８ 年度 

（４）施設規模 処理能力 90kl/日＋生ごみ 3.4ｔ/日 

（５）形式及び処理方式 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式 ＋ 高度処理 

（６）地域計画内の役割 二酸化炭素削減率 ３％ 

 (７)廃焼却施設解体 

工事の有無 
有   無 

 

「汚泥再生処理センター」を整備する場合 

（８）資源化の方法  

（９）資源化物の利用計画  

 

 

「コミュニティ・プラント」を整備する場合 

（１０）計画処理人口及び

面積 

 

（１１）計画地域の性格  

 

（１２）総事業計画額 
1,430,000 千円（税抜き） 

うち、交付対象事業費 1,400,000 千円（税抜き） 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 奈良市 

（２）施設名称 浄化槽設置整備事業 

（３）事業の実施目的及び内容 （目的）よりよい生活環境の向上と自然環境の保全に努め、清流の復活と清潔な町

づくりを目指し、下水道事業及び農業集落排水事業で整備が困難な地域において、浄

化槽設置整備事業を実施し、推進する。 

（内容）補助対象地域において、50 人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対し

て、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（４）事業期間 令和 ４ 年度～令和 ８ 年度 

（５）事業対象地域の要件  

人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪、山村 半島 過疎 その他 

 

該当する対象地域を選択する。 

（６）事業計画額 交付対象事業費 22,678 千円 

 

〇事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 交付対象基数 基準額合計 総事業費 
交付対象 

事業費 

  ５人槽   28 基（132 人分） 9,296 千円 19,264 千円 9,296 千円 

６～７人槽   31 基（146 人分） 12,834 千円 25,606 千円 12,834 千円 

８～10 人槽   １基 （５人分） 548 千円 1,096 千円 548 千円 

11～20 人槽    基 （ 人分）    

21～30 人槽    基 （ 人分）    

31～50 人槽    基 （ 人分）    

51 人槽以上    基 （ 人分）    

宅内配管費 基     

撤去費 基     

改築費（災害） 基     

改築費（長寿命化） 基     

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効果的な転換促進及び管理適正化推進費    

合 計 

   60 基（283 人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、

撤去費、改築費を除く。 

22,678 千円 45,966 千円 22,678 千円 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 斑鳩町 

（２）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（３）事業の実施目的及び内容 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設

置整備について補助金を交付する。 

（４）事業期間 令和 ４ 年度～令和 ８ 年度 

（５）事業対象地域の要件  

人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪、山村 半島 過疎 その他 

 

該当する対象地域を選択する。 

（６）事業計画額 交付対象事業費 16,908 千円 

 

〇事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 交付対象基数 基準額合計 総事業費 
交付対象 

事業費 

  ５人槽   21 基（105 人分） 6,972 千円 6,972 千円 6,972 千円 

６～７人槽   24 基（168 人分） 9,936 千円 9,936 千円 9,936 千円 

８～10 人槽    基 （ 人分）    

11～20 人槽    基 （ 人分）    

21～30 人槽    基 （ 人分）    

31～50 人槽    基 （ 人分）    

51 人槽以上    基 （ 人分）    

宅内配管費 基     

撤去費 基     

改築費（災害） 基     

改築費（長寿命化） 基     

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効果的な転換促進及び管理適正化推進費    

合 計 

   45 基（273 人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、

撤去費、改築費を除く。 

16,908 千円 16,908 千円 16,908 千円 
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【参考資料様式８】 

計画支援概要（１） 
都道府県名  奈良県  

 

(1)事業主体名 奈良市 

(2)事業目的 （仮称）新クリーンセンター整備のため 

(3)事業名称 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る施設整備

基本計画 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る環境影響

評価 

（方法書～評価書） 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係るＰＦＩ導

入可能性調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る処理施設

基本設計 

(4)事業期間 令和４年度 
令和５年度～ 

令和８年度 
令和４年度 令和５年度 

(5)事業概要 

（仮称）新クリー

ンセンターの整

備に係る施設整

備事業基本計画

を策定する。 

（仮称）新クリー

ンセンターの整

備に伴い、事業対

象区域及びその

周辺区域を対象

とした環境影響

評価を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンターの事

業方式の選定を

行うため、ＰＦＩ

法に基づくＰＦ

Ｉ導入可能性調

査を実施する。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る基本方針

を整備する。 

 

(6)総事業計画額 

24,500 千円 

うち、交付対象事業費 

24,500 千円 

228,510 千円 

うち、交付対象事業費

228,510 千円 

8,500 千円 

うち、交付対象事業費 

8,500 千円 

30,000 千円 

うち、交付対象事業費 

30,000 千円 

  

- 33-



 

31 

【参考資料様式８】 

計画支援概要（２） 
都道府県名  奈良県  

 

(1)事業主体名 奈良市 

(2)事業目的 （仮称）新クリーンセンター整備のため 

(3)事業名称 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る測量調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る地質調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る埋蔵文化

財調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る発注支援

業務 

(4)事業期間 令和５年度 令和５年度 
令和７年度～ 

令和８年度 

令和７年度～ 

令和８年度 

(5)事業概要 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る測量調査

を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る地質調査

を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る埋蔵文化

財調査を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る発注仕様

書作成等の支援

業務を行う。 

 

 

(6)総事業計画額 

20,000 千円 

うち、交付対象事業費 

20,000 千円 

22,000 千円 

うち、交付対象事業費

22,000 千円 

500,000 千円 

うち、交付対象事業費 

500,000 千円 

30,000 千円 

うち、交付対象事業費 

30,000 千円 
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3
2
 

現有及び新設予定の施設配置図 （奈良市） 
  

環境清美センター 

奈良市役所 
山辺衛生センター 

建設予定地 

衛生浄化センター 

資源化施設 

一般廃棄物

最終処分場 

緊急時一般廃棄物処分場 

全体図 

添付資料１ 
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3
 

現有施設配置図（斑鳩町） 

 

  

斑鳩町役場 

最終処分場 

衛生処理場 

全体図 

斑鳩町鳩水園 
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3
4
 

公共下水道整備区域図（奈良市） 

 
  

市町村界

流域界

下水道整備区域

農業集落排水整備区域

個人浄化槽整備区域

凡 例

添付資料２ 
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公共下水道整備区域図（斑鳩町） 

 
※浄化槽整備区域は上図の全体計画区域外とする。 
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現有及び新設予定の施設が所在する地域のハザードマップ（奈良市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（衛生浄化センター及び資源化施設周辺） 

 

       

 

 

  

既存施設 衛生浄化センター 

資源化施設 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

 

① 奈良市環境清美センター周辺（所在地：奈良市左京五丁目） 

土砂災害警戒区域（土石流） 

土砂災害警戒区域（がけ崩れ（急傾斜地）） 

土砂災害警戒区域（地すべり） 

土砂災害特別警戒区域（土石流） 

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ（急傾斜地）） 

土砂災害（特別）警戒区域 

0.5ｍ未満の区域 

0.5ｍ～3.0ｍ未満の区域 

3.0ｍ～5.0ｍ未満の区域 

5.0ｍ～10.0ｍ未満の区域 

10.0ｍ以上の区域 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

洪水浸水想定区域 

指定避難所          指定緊急避難場所 

要配慮者利用施設       水位観測所 

救護所            救急告示病院 

市役所            出張所・行政センター 

保健所・教育総合センター   消防署 

警察署            交番・駐在所 

防災重点ため池 

 

避難所などの施設 

環境清美センター 

添付資料３ 
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② 建設予定地周辺（奈良市七条地区） 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

衛生浄化センター 

資源化施設 

③ 衛生浄化センター及び資源化施設周辺（所在地：奈良市大安寺西二丁目） 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

 

予定地 
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🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

一般廃棄物最終処分場 

④ 一般廃棄物最終処分場周辺（所在地：奈良市米谷町） 

 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

緊急時一般廃棄物処分場 

⑤ 緊急時一般廃棄物処分場周辺（所在地：奈良市奈良阪町） 
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現有施設が所在する地域のハザードマップ（斑鳩町） 

 

 

 

  

既存施設 

① 衛生処理場周辺（所在地：斑鳩町幸前） 
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最終処分場 

② 最終処分場周辺（所在地：斑鳩町大字法隆寺） 
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鳩水園 

③ 鳩水園周辺（所在地：斑鳩町神南） 
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添付資料４ 人口及び事業所数の動向 
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添付資料５ １人あたり・１事業所あたりの排出量の推移 

0.00
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１
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（
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事
業
所
）

１
人
あ
た
り
の
排
出
量
（
ｋ
ｇ/

人
）

1人あたりの排出量 1事業所あたりの排出量
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添付資料６ 家庭系・事業系総排出量、総資源化量及び最終処分量の推移 

0

20

40

60

80

100

120

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

（千トン）

総排出量 家庭系排出量 事業系排出量 総資源化量 最終処分量
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添付資料７（1）生活排水処理と人口の推移（奈良市） 

0
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集落排水施設等汚水衛生処理人口 合併処理浄化槽等汚水衛生処理人口

未処理人口汚水衛生未処理人口
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添付資料７（2）生活排水処理と人口の推移（斑鳩町） 

0
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未処理人口汚水衛生未処理人口
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添付資料８（1）生活排水処理の汚泥衛生処理率の推移（奈良市）
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添付資料８（2）生活排水処理の汚泥衛生処理率の推移（斑鳩町） 
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循環型社会形成推進地域計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 １月 ５日 

  令和４年１２月１４日変更 

奈良市
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1. 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

市   名：奈良市 

面   積：276.94 km2 

人   口：354,833 人（令和２年 10 月 1日現在） 

    （出典）令和元年奈良県統計年鑑、令和２年国勢調査 

 

図１ 対象地域図  

 

(2) 計画期間 

本計画は、令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年間を計画期間とする。 

なお、計画期間内でも、社会経済情勢や廃棄物・リサイクルに関する法律・諸制度が大き

く変化した場合などにおいては、必要に応じて計画を見直すものとする。 

 

(3) 基本的な方向 

奈良市のごみ処理の現状は、環境清美センター焼却処理施設において、焼却処理を実施し

ているが、施設の老朽化等の問題に直面している。 

奈良県では、平成 30 年３月に「奈良県廃棄物処理計画（第４次計画）」を策定し、「未来
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に生きる『ごみゼロ奈良県』の実現」を基本目標に、県民一人ひとりが日々の暮らしの中で

資源やエネルギーを大切にする「環境に配慮したライフスタイル」の促進、地域特性に適し

た３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）等を促進することにより、さらなる「ごみの減量化」に

向けた積極的な実践活動の普及・拡大を図り、循環型社会の構築に向けて取り組んでいくと

している。 

奈良市においても、ごみの減量化や資源化をより一層推進するとともに、循環型社会にふ

さわしい減量化・再生利用等のシステムの構築に努めていく。 

生活排水処理の現状は、公共下水道の整備が進められているが、一部の生活雑排水は未処

理のまま河川等の公共用水域に排出されている。 

また、「世界遺産のあるまち」として豊かな自然環境を保持していく必要があるため、こ

れまで以上に計画的かつ総合的に生活排水対策を推進することが課題である。このような

課題に応えるため、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽設置整備の３事業を、計画的に

進めていくものとする。 

 

(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

奈良県では、県内のごみ処理施設の大半が、小規模かつ老朽化していることから、施設の

広域・統合整備による「ごみ共同処理」の促進が喫緊の課題となっており、ごみ処理広域化

の取り組みを促進するため、平成 28 年度から一般廃棄物処理の広域化に対する補助金制度

である「奈良モデル」を創設し、財政的支援を行っている。 

このような状況を受けて、奈良市も平成 29 年２月から大和郡山市、生駒市、平群町で開

催されていた「奈良県北部地域におけるごみより広域化に関する合同勉強会」（以下、「合同

勉強会」という。）に平成 30 年２月から参加、斑鳩町は平成 30 年５月から参加し、ごみ処

理広域化の可能性について検討を進めてきた。しかし、令和２年８月 27 日開催の「第 13 回

合同勉強会」において、生駒市及び平群町がごみ処理広域化への参加を見合わせることを表

明された。その後、奈良市、大和郡山市、斑鳩町でごみ処理広域化についての検討を進めて

きたが、令和３年９月に大和郡山市が、令和４年８月に斑鳩町がそれぞれ、「合同勉強会」

からの離脱を表明した。そのため、現在は奈良市単独で令和 12 年度中に新クリーンセンタ

ーの稼働を目指している。 

 

(5)  プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

当面の間、「プラマーク 」の記載のある「プラスチック製容器包装廃棄物」の分別収集を

継続する。収集した「プラスチック製容器包装廃棄物」は、再商品化事業者が再資源化、再

商品化を行うなど容器包装リサイクル法に基づく再資源化を実施している。 

今後、「プラスチック製容器包装廃棄物」及び「プラマーク」の記載のないプラスチック

製ごみの再資源化について、製造・販売事業者などによる自主回収や市町村の分別収集・

再商品化などについて、行政としての取り組み内容の調査・研究を行っていく。 
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2. 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

令和２年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図２のとおりである。 

なお、現状では、環境清美センター焼却処理施設において焼却処理を行っている。 

 

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

図２ 一般廃棄物の処理状況フロー 

(2) 生活排水の処理の現状 

奈良市の令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図３のとおり

である。 

 

図３ 生活排水の処理状況フロー 

  

集団回収量 総資源化量

¦ ¦
14,305t 22,439t

¦ ¦

直接資源化量 処理後再生利用量

92,237t 90,855t 13,667t

348t 7,786t

(0.4%)
処理残渣量

(8.4%)

21,453t

排出量 計画処理量 中間処理量
(23.3%) 処理後

最終処分量

92,237t
(100.0%) (98.5%)

減量化量
(14.8%)

¦

(0.0%) (1.1%) (15.9%)

69,402t ¦

自家処理量 直接最終処分量
(75.2%) ¦

最終処分量
¦

0t 1,034t 14,701t

314,251人

(88.6%)

3,731人

(1.1%)

21,304人

(6.0%)

10,330人

(2.9%)

4,883人

(1.4%)

15,213人

(4.3%)

公共下水道

集落排水施設等

354,499人

(100.0%)

総人口

汚水衛生処理人口

(95.7%)

339,286人

未処理人口

3,675　kL/年

17,683　kL/年

浄化槽汚泥発生量

し尿発生量非水洗化人口

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽等
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(3) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表１

のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

計画終了の翌年度である令和９年度を目標年度とし、目標達成時の処理状況を図４に示

す。 

 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標

 

 

図４ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー  

総排出量 29,415 27,858 トン (-5.3%)

1.93 1.83 トン／事業所 (-5.2%)

総排出量 62,822 50,823 トン (-19.1%)

159.0 133.7 kｇ／人 (-15.9%)

合　計 92,237 78,681 トン (-14.7%)

348 トン （0.4%） 374 トン （0.5%）

22,439 トン 22,946 トン

最終処分量 14,701 トン （15.9%） 12,373 トン （15.7%）

　※２　　（１事業所当たりの排出量）＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／（事業所数）

　※３　　（１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

《指標の定義》 

排出量 ：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く）[単位：トン] 

再生利用量 ：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和 [単位：トン] 

エネルギー回収量 ：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量 [単位：ＭＷｈ]

減量化量 ：中間処理量と処理残さ量及び資源化量の差 [単位：トン] 

最終処分量 ：埋め立て処分された量 [単位：トン]

指　　　　　　　　　標
現　状　（割合※1） 目　標　（割合※１）

（令和2年度） （令和9年度）

トン

再生利用量
直接資源化量

総資源化量 （21.1%） （24.5%）

事業系生活系排出量計 トン

排　出　量 事業系 トン

1事業所当たりの排出量※2 トン／事業所

生活系

１人当たりの排出量※3

埋立最終処分量

kｇ／人

　※１ 　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回

　　　　　収量に対する割合

エネルギー

回　収　量

エネルギー回収量（年間の発電電力

量）

- MWｈ

集団回収量 総資源化量

14,958t ¦ ¦ 22,946t

¦ ¦

直接資源化量 処理後再生利用量

78,681t 78,681t 76,902t 10,968t

374t 7,614t

(0.5%)
処理残渣量

(9.7%)

18,582t

排出量 計画処理量 中間処理量
(23.6%) 処理後

最終処分量

(100.0%) (97.7%)
減量化量

(13.9%)

¦

(0.0%) (1.8%) (15.7%)

58,320t ¦

自家処理量 直接最終処分量
(74.1%) ¦

最終処分量
¦

0t 1,405t 12,373t
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(4) 生活排水の処理の目標 

生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めて

いくものとする。 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

 
 

 
図５ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー 

公共下水道 314,251 人 (88.6%) 302,666 人 (90.1%)

集落排水施設等 3,731 人 (1.1%) 3,694 人 (1.1%)

合併処理浄化槽 21,304 人 (6.0%) 21,261 人 (6.3%)

未処理人口 15,213 人 (4.3%) 8,262 人 (2.5%)

合計 354,499 人 335,883 人

汲み取りし尿量 3,675 1,989

浄化槽汚泥量 17,683 15,283

合計 21,358 17,272

令和２年度実績 令和９年度目標

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

302,666人

(90.1%)

3,694人

(1.1%)

21,261人

(6.3%)

5,610人

(1.7%)

2,652人

(0.8%)

公共下水道

集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

汚水衛生処理人口

327,621人

(97.5%)

非水洗化人口 し尿発生量

1,989　kL/年

335,883人
15,283　kL/年

(100.0%)

単独処理浄化槽未処理人口

8,262人

(2.5%)
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3. 施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

ア. 有料化 

現在、事業系一般廃棄物については、累進従量制により課金し、直接納入方式により処理

料金を徴収している。今後も、事業系一般廃棄物の適正な処理を進めるため、随時、ごみ処

理手数料の見直しを行い、徐々に処理原価に近づけていく。 

生活系ごみについては、循環を進める生活習慣を形成するため、さらなる排出抑制を進め

た上で、有料化に向け検討していく。 

 

イ. 環境教育、普及啓発 

資源循環を進めるため、「ごみ懇談会」と連携し、資源化やごみ処理についての情報を住

民に提供するとともに、ごみ発生抑制や排出マナーの徹底などについて啓発し、ごみの行く

末にまで心を向け、ごみに責任を持った生活の浸透を目指す。また、小学生向けのごみに関

する学習教材や出前講座の機会を用いて、「より若い世代」にごみ減量の意識付けも図って

いく。 

 

ウ. ごみ減量化の推進 

事業者に対して、ごみ減量の参考事例や適正なごみの排出方法を紹介するなどの講習会

を実施する。 

さらに、多量にごみを排出する事業所については、減量計画書による事業所指導を進める。 

 

エ. 集団回収、販売店の店頭回収等の推進 

集団回収未実施地区については、集団回収の実施を促進する。また、回収実施店舗情報の

提供などにより生活系ごみの資源循環を進める。 

 

オ. 行政による拠点回収・分別収集の推進 

環境清美センターにおいて、古紙や空き缶、空きびん等の回収の取り組みを進めるととも

に、公共施設での拠点回収を推進する。さらに、生活系ごみの分別収集を徹底し、資源循環

を促進する。 

 

カ. 生活排水対策 

家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、以下のような啓発活動の推進を今後目

指していく。 

・広報誌やパンフレット等を活用して啓発活動を実施 

・有志住民による学習会等の開催に協力 
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(2) 処理体制 

1） 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については表３に示すとおりである。 

排出される可燃ごみについては、焼却処理施設で焼却処理を行い、焼却残渣は埋立処分し

ている。 

不燃ごみ・大型ごみは破砕処理後、可燃物は焼却処理、不燃物は埋立処分、資源化物は資

源化を進めている。焼却処理施設及び、粗大ごみ破砕処理施設の老朽化に伴い、新たなエネ

ルギー回収型廃棄物処理施設及び、マテリアルリサイクル推進施設を令和 12 年度中の稼働

を目指し、速やかに整備に着手する予定である。 

リサイクルについては、平成 11 年度にその他プラスチック（平成 19 年度よりプラスチ

ック製容器包装）を含めた９種分別収集を全市で実施するとともに、生活系ごみの排出ごみ

袋の透明・半透明化を導入するなど、ごみの減量に努めてきた。現在は、再生資源（缶・び

ん・ペットボトル・紙パック）の分別収集（定期収集）、拠点回収及び古紙類の集団回収等

を中心にリサイクルを推進している。 

今後もプラスチック製容器包装を中心に分別の徹底に取り組んでいくとともに、食品ロ

スの削減・雑がみを含む古紙類の集団回収推進に取り組む。 

生活系ごみの有料制が導入されるにあたっては、ごみの分別区分の見直し等を図る。 

2） 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業系一般廃棄物について、引き続き、排出者が環境清美センター搬入管理要領に基づい

た分別を行い、排出者による自己搬入または一般廃棄物収集業者（許可業者）への収集委託

による処理施設への搬入の後、焼却処理、破砕処理、埋立処分及び資源化を行う。 

なお、ごみを搬入する車両の積載物の展開検査等により、不適正な廃棄物の混入防止等、

事業系一般廃棄物に対する適正搬入のための指導を徹底する。 

 

3） 一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

奈良市環境清美センターで受け入れることのできる産業廃棄物（あわせ産廃）については、

紙くず、木くず、繊維くずを指定しているが、搬入事業者への適正搬入のための指導を徹底

していく。 

 

4） 生活排水処理の現状と今後 

引き続き、下水道や集落排水処理施設が整備されていない人口散在地域等において、合併

処理浄化槽の整備を進めていく。 

また、し尿、浄化槽汚泥については、衛生浄化センターにおいて処理し、生じた汚泥は肥

料化を行っていく。 
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表３ 生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

 

一次処理 二次処理

有害ごみ 資源化 再資源化業者 有害ごみ 資源化

プラスチック製容器包装
（定期収集）

選別・圧縮
梱包

プラスチック製容器包装処理施設
プラスチック製容器包装

（定期収集）
選別・圧縮

梱包
プラスチック製容器包装処理施設

ガラスびん
（定期収集、拠点回収）

選別 ガラスびんストックヤード
ガラスびん

（定期収集、拠点回収）
選別 ガラスびんストックヤード

ペットボトル
（定期収集、拠点回収）

選別・圧縮
梱包

ペットボトル処理作業所
ペットボトル

（定期収集、拠点回収）
選別・圧縮

梱包
ペットボトル処理作業所

発泡スチロール製食品トレイ
（拠点回収）

選別・梱包 白色トレイストックヤード
発泡スチロール製食品トレイ

（拠点回収）
選別・梱包 白色トレイストックヤード

飲料用紙パック
（定期収集、拠点回収）

選別 飲料用紙パックストックヤード
飲料用紙パック

（定期収集、拠点回収）
選別 飲料用紙パックストックヤード

空き缶
（定期収集、拠点回収）

選別・圧縮 空き缶選別作業所
空き缶

（定期収集、拠点回収）
選別・圧縮 空き缶選別作業所

新聞、雑誌、
ダンボール、布類

（拠点回収）
選別 資源回収場

新聞、雑誌、
ダンボール、布類

（拠点回収）
選別 資源回収場 再生資源化事業者

環境清美センター
（粗大ごみ破砕処理施設）

再商品化事業者

再生資源化事業者

大型ごみ 大型ごみ

再資源化業者

燃やせないごみ

破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

環境清美センター
（粗大ごみ破砕処理施設）

環境清美センター
（焼却処理施設）

燃やせるごみ
焼却
→

埋立

［焼却灰］
・南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場
・大阪湾広域臨海環境整備センター

燃やせるごみ
焼却
→

埋立

環境清美センター
（焼却処理施設）

［破砕不燃物］
・南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場

［処理困難物］
・専門業者処理委託

［破砕可燃物］
・環境清美センター（焼却処理）

［破砕スクラップ］
・再生資源化業者

燃やせないごみ

破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

分別区分 処理方法
処理施設等

分別区分 処理方法 処理施設等

現　　状　（令和2年度） 今　　後　（令和9年度）
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(3) 処理施設等の整備 

1） 廃棄物処理施設 

前述の分別区分及び処理体制において、ごみ処理を行うために必要な施設を表４のとお

り整備する。 

表４ 整備する処理施設 

事業

番号 

整備施設種類 

施設名 
事業名 処理能力 設置予定地 

事業期間 

（全体事業期間） 
国土強靭化 

１ 

ごみ焼却施設 

（仮称）新クリーンセン

ター 

エネルギー回収型廃棄物

処理施設整備事業 
未定 奈良市七条地区 （R９～R12） 

奈良市国土強靭化

地域計画 

２ 

リサイクルセンター 

（仮称）新クリーンセン

ター 

マテリアルリサイクル推

進施設整備事業 
未定 奈良市七条地区 （R９～R12） 

奈良市国土強靭化

地域計画 

３ 

汚泥再生処理センター 

奈良市衛生浄化センター

汚泥再生処理施設 

基幹的設備改良事業 
90kl/日 

生ごみ 3.4ｔ 

奈良市大安寺西２

丁目 281 番地内 
Ｒ６～Ｒ８ 

奈良市国土強靭化

地域計画 

（整備理由） 

事業番号１  既存焼却施設の老朽化、エネルギー回収・有効利用の促進 

事業番号２  既存処理施設の老朽化、施設の集約化、マテリアルリサイクルの推進 

事業番号３  し尿処理施設の老朽化、処理能力の向上 

 

2） 合併処理浄化槽の整備 

 合併処理浄化槽の整備については、表５のとおり行う。 

 

表５ 合併処理浄化槽の整備計画 

事業 

 

直近の整備済基数

（基） 

（令和２年度末） 

整備計画基数

（基） 

整備計画人口

（人） 
事業期間 国土強靭化 

浄化槽設置整備事業 1,767 57 269 Ｒ４～Ｒ８ － 
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(4) 廃棄物処理施設における計画支援事業 

（3）の施設整備に先立ち、表６のとおり計画支援事業を行う。 

 

表６ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

１ 

. 

２ 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る施設整備基本計画 
基本計画等 

令和４年度～ 

令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る環境影響評価（方法書～評価書） 
環境影響評価 

令和５年度～ 

令和８年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係るＰＦＩ等導入可能性調査 

ＰＦＩ等導入可能

性調査 

令和４年度～ 

令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る処理施設基本設計 
基本設計等 令和６年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る測量業務 
測量業務 令和６年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る地質調査 
地質調査 令和６年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る埋蔵文化財調査 
埋蔵文化財調査 

令和７年度～ 

令和８年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る発注支援業務 
発注支援 

令和７年度～ 

令和８年度 
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(5) その他の施策 

その他、構成地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

 

① 剪定枝木・草類の処理事業の実施 

一般廃棄物処理の許可を持つ処分業者の組合の草木処分場を活用し、町内清掃時に排出

される剪定草木類のチップ化・堆肥化等を行う。また、市内事業所等で発生する剪定草木類

も、処分業者での処理ルートの活用を排出事業所及び収集事業者に促す取り組みを進める。 

 

② 有機性廃棄物の有効利用の推進 

家庭における有機性廃棄物に対して、生ごみ処理機等の購入助成を引き続き行う。また、

草木類及び食品残渣を活用した資源化（堆肥化）事業の実施と生産された堆肥の有効な利用

先の確保について検討を進める。 

 

③ 廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に基づき、適切な回収、再商品化がなされる

よう関連団体や小売店などと協力して普及啓発及び回収体制を整えるとともに、小型家電

回収ボックスを公共施設等に設けリサイクルを推進していく。 

 

④ 不法投棄、散在ごみ、野外焼却の防止 

不法投棄が発生しやすい「重点地域」に対し、パトロールの強化やセンサーカメラの設置

などの対策を行い、早期認知と指導を徹底していく。 

一方、散在ごみに対しては、奈良市ポイ捨て防止に関する条例に基づく美化促進重点地域

において、ごみの散乱を防止するための市民・事業者・ 観光客に対する啓発、パトロール、

指導を徹底する。また、美化促進重点地域の清掃活動を、地域の事業所や住民と共に進める。 

 

⑤ プラスチックごみの削減推進 

プラスチック資源循環促進法の成立を受け、今後、法の趣旨に則り、プラスチック製容器

包装以外の「ワンウェイプラスチック」の発生抑制に向けた啓発や、企業による自主回収ル

ートへの協力・参画、分別区分の見直し等、実施に向けて検討を進めていく。 

また、プラスチック資源循環促進法の成立を受け、今後、整備される制度等について、さ

らなる効率的な回収、リサイクル手法などの検討を進めていく。 

 

⑥ 食品ロスの削減 

食品ロス削減推進法が施行され、食品ロス削減の機運が高まる中、「手つかず食品を無く

す」といった家庭で取り組む食品ロス削減と、「てまえどり」運動推進やフードバンク活動

の認知度向上のための啓発など、多方面から取り組みを進めていく。 

- 65-



 

12 

 

⑦ 紙ごみの削減 

燃やせるごみに含まれる紙ごみには、再生可能な古紙類が多分に含まれており、特に「雑

がみ」と呼ばれる古紙についての認知度を向上させるための広報・啓発に引き続き取り組む

とともに、集団資源回収未実施の自治会等に向けて、実施を促すための要請を行う。 

また、小規模事業所に対しても、古紙のリサイクルを実施するための環境づくりを検討し

ていく。 

 

⑧ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

将来発生が予想される大規模災害に備え、災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理を図る

とともに、早期に復旧、復興することを目的として、環境省の「震災廃棄物対策指針」及び

「水害廃棄物対策指針」に基づき、平成 21 年３月「奈良市災害廃棄物処理計画」を策定し、

令和４年３月の改訂に向けその内容の見直しを行う予定である。万が一の災害発生時には、

計画に沿った対応ができるように準備を進める。 

また、平時から災害に対する危機管理に努めるとともに、災害時においては、奈良県都市

清掃協議会参加の県下 12 市２組合により締結した、「災害等緊急時における一般廃棄物（ご

み）処理に関する相互応援基本協定」及び奈良県が中心となる県下自治体及び一般廃棄物処

理を行う組合等との間で締結した、「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協

定」をもとに、広域的な相互応援・支援を行う。 

なお、民間事業者との間においても、「災害廃棄物等の処理に関する基本協定書」を締結

し、地震等災害及び不測の事態において、処理が困難となった災害廃棄物等の処理を円滑に

実施するための体制を整備している。 
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4. 計画のフォローアップと事後評価 

 

(1) 計画のフォローアップ 

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて、奈良県及

び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行うものとする。 

 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計

画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すもの

とする。
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様式１ 

循環型社会形成推進交付金事業実施計画 総括表１ 

 

 

 
 

 

 

1　地域の概要

(１)地域名 354,833人

　その他

　　組合を構成する市町村：

　　設立されていない場合、今後の見通し：

(６)構成市町村に一部事務組合等が含まれる場合、
当該組合の状況

年月日　設立　

※交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目すべてに○を付ける。

奈良地域 (２)地域内人口 (令和2年10月1日現在) (３)地域面積 276.94km
2

(４)構成市町村等名 奈良市 (５)地域の要件
※

人 口 面 積 沖 縄 離 島 奄 美 豪 雪 山 村 半島 過疎

一般廃棄物処理計画と目標値が異なる場合に、地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性に配慮した内容

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

総排出量（トン） 27,858 (R2比 -5.3%)

１事業所当たりの排出量（トン/事業所） 1.83 (R2比 -5.2%)

総排出量（トン） 50,823 (R2比 -19.1%)

１人あたりの排出量（kｇ/人） 133.7 (R2比 -15.9%)

合 計 事業系生活系総排出量（トン） 78,681 (R2比 -14.7%)

集団回収量（トン） 11,650 - 12,117 - 13,493 - 13,873 - 14,350 - 14,305 - 14,958

直接資源化量（トン） 940 (1.0％) 572 (0.6％) 550 (0.6％) 461 (0.5％) 396 (0.4％) 348 (0.4％) 374

総資源化量（トン）　　　　　　 17,230 (15.0％) 17,374 (15.8％) 21,911 (19.8％) 22,214 (20.2％) 22,818 (20.7％) 22,439 (21.1％) 22,946

- - - - -

- - - - -

最終処分量 埋立最終処分量（トン） 17,640 (17.2％) 14,931 (15.3％) 13,949 (14.4％) 14,183 (14.8％) 14,696 (15.3％) 14,701 (15.9％) 12,373

※ 別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。

《指標の定義》

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、処理後再生利用量の和〔単位：トン〕

熱回収量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWｈ〕

減量化量：中間処理量と処理残渣量（処理後再生利用量+処理後最終処分量）の差〔単位：トン〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

(15.7％)

- 未定

102,494 97,682 97,095 95,843 96,133 92,237

-

(0.5％)

(24.5％)

62,822

167.1 157.8 157.2 156.0 158.1 159.0

63,372 62,851

29,415

2.45 2.37 2.35 2.30 2.20 1.93

33,81535,034 34,310 34,244

熱回収量
                            （年間の発電電力量　MWH）
エネルギー回収量
                            （年間の熱利用量　GJ）

33,570

62,028 62,563

再生利用量

- 未定

　

指標・単位

過去の状況・現状（排出量等に対する割合） 目標

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度

排出量

事業系

生活系
67,460
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定
（1）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月
廃止又は休止（予定）

年月
解体（予定）年月 想定される浸水深と対策

ごみ焼却施設
奈良市環境清美センター

ごみ焼却施設
奈良市 全連続式 480ｔ/日

S57.3（1基）
S60.8(3基)

未定 未定

粗大ごみ処理施設
奈良市環境清美センター

粗大ごみ処理施設
奈良市 横軸スイングハンマー 100t/5h H1.3 未定 未定

ペットボトル圧縮設備 ペットボトル圧縮梱包作業所 奈良市 圧縮、梱包及び保管 4t/日 H20.12 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

建物はなく設備のみ設置しており、浸

水により修繕が必要となった場合、修
繕が完了するまで民間業者に処理を

依頼する。

空き缶資源化施設 空き缶資源化施設 奈良市 圧縮及び梱包 9.2t/日 H4.6 H11.7 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

建物はなく設備のみ設置しており、浸

水により修繕が必要となった場合、修

繕が完了するまで民間業者に処理を

依頼する。

最終処分場
奈良市南部土地改良清美事業

一般廃棄物最終処分場
奈良市

サンドイッチ方式
及びセル方式

（第２工区）
819,610㎥

H12.5 未定 未定

最終処分場
奈良市緊急時一般廃棄物

最終処分場
奈良市

生物学的処理接触酸化+
凝縮沈殿+塩素滅菌

264,403㎥ S63.5 未定 未定

し尿処理施設 奈良市衛生浄化セ ンター 奈良市
膜分離後負荷生物脱窒素

処理方式+高度処理
90kl/日

（生ごみ3.4t/日）
H15.3 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

主要機器を２階に設置するなどの対策
を行っている。

し尿処理施設 山辺衛生センター
山辺環境
衛生組合

高濃度二段活性汚泥法＋
高度処理

20kl/日 S62.4 未定 未定

（2）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位）
竣工予定年

月日
更新（改良）・新設理由

廃焼却施設の解体の有無
（解体施設の名称）

想定される浸水深と対策
プラスチック再商品化を実施
するための施設整備事業

備考

ごみ焼却施設 未定 未定 未定 未定 未定 現有施設の老朽化
有

（奈良市環境清美センター
ごみ焼却施設）

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域、対

象区域の一部に浸水深3.0m～5.0ｍ

未満の区域あり）

施設嵩上げ等の対策を検討している。

未定

リサイクルセンター 未定 未定 未定 未定 未定
施設の集約及び

資源回収効率の向上
―

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域、対

象区域の一部に浸水深3.0m～5.0ｍ

未満の区域あり）

施設嵩上げ等の対策を検討している。

未定

し尿処理施設 奈良市衛生浄化センター 奈良市
膜分離後負荷生物脱窒素

処理方式+高度処理
90kl/日

（生ごみ3.4t/日）
未定

処理能力維持のための
基幹改良

－
（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

主要機器を２階に設置するなどの対策

を行っている。

備考

新施設稼働開始後、現有施設を解体撤
去

リサイクルセンターとして整備

リサイクルセンターとして整備

リサイクルセンターとして整備
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4　生活排水処理の現状と目標

未処理人口

※ 参考として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。

5　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

奈良市

奈良市公共浄化槽等整備推進事業 ― ― ― ― ― ―

基数 処理人口 目標年次

浄化槽設置整備事業 1,767 8,115 H3 57 269 R9

15,213 8,262

施設種別 事業主体
現有施設の内容 整備予定基数の内容

備考
基数 処理人口 開始年度

汚水衛生処理人口 25,250 22,786 20,366 18,458 15,734

21,265 21,304 21,261

(5.4％) (5.9％) (5.9％) (6％) (6％) (6％) (6.3％)
合併処理浄化槽等

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

21,265 21,384 21,368 21,325

3,714 3,731 3,694

(1％) (1.1％) (1.1％) (1.1％) (1％) (1.1％) (1.1％)
集落排水施設等

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

3,912 3,889 3,852 3,780

302,666

(79.9％) (86.7％) (87.3％) (87.8％) (88.6％) (88.6％) (90.1％)

354,499 335,883

公共下水道
汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

312,624 313,184 314,080 314,592 315,639 314,251

総人口 391,255 361,243 359,666 358,155 356,352

　

指標・単位

過去の状況・現状（排出量等に対する割合） 目標

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度
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様式２ 

 

 

事業名称 単位 開始 終了
令和

　４年度
令和

　５年度
令和

　６年度
令和

　７年度
令和

　８年度
令和

　４年度
令和

　５年度
令和

　６年度
令和

　７年度
令和

　８年度

0 0 4,400 470,792 1,079,451 0 0 0 412,557 955,968

3 奈良市 90 kl/日 R6 R8 0 0 4,400 470,792 1,079,451 0 0 0 412,557 955,968

6,882 6,882 9,771 9,771 10,458 3,398 3,398 4,820 4,820 5,164

奈良市 57 基 R4 R8 6,882 6,882 9,771 9,771 10,458 3,398 3,398 4,820 4,820 5,164

33,000 16,000 207,000 316,000 285,000 33,000 16,000 207,000 316,000 285,000

1・2 奈良市 - - R4 R5 24,500 0 24,500 0

1・2 奈良市 - - R5 Ｒ8 16,000 135,000 51,000 20,000 16,000 135,000 51,000 20,000

1・2 奈良市 - - R4 R5 8,500 0 8,500 0

1・2 奈良市 - - R6 R6 30,000 30,000

1・2 奈良市 - - R6 R6 20,000 20,000

1・2 奈良市 - - R6 R6 22,000 22,000

1・2 奈良市 - - R7 Ｒ8 250,000 250,000 250,000 250,000

1・2 奈良市 - - R7 Ｒ8 15,000 15,000 15,000 15,000

39,882 22,882 221,171 796,563 1,374,909 36,398 19,398 211,820 733,377 1,246,132合　　計 2,455,407 2,247,125

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
発注支援業務支援事業

30,000 30,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
地質調査支援事業

22,000 22,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
埋蔵文化財調査支援事業

500,000 500,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
処理施設基本設計支援事業

30,000 30,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
測量業務支援事業

20,000 20,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
環境影響評価（方法書～評価書）支援
事業

222,000 222,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
ＰＦＩ等導入可能性調査支援事業

8,500 8,500

○施設整備に関する計画支援事業 857,000 857,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
施設整備基本計画支援事業

24,500 24,500

○浄化槽に関する事業 43,764 21,600

浄化槽設置整備事業 43,764 21,600

○し尿処理に関する事業 1,554,643 1,368,525

基幹的設備改良事業 1,554,643 1,368,525

循環型社会形成推進交付金事業実施計画　総括表2

事業種別

事業
番号

事業主体名称

規模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

備考
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【参考資料様式６】 

施設概要（し尿処理施設系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 奈良市 

（２）施設名称 奈良市衛生浄化センター汚泥再生処理施設 

（３）工期 令和 ６ 年度～令和 ８ 年度 

（４）施設規模 処理能力 90kl/日 

（５）形式及び処理方式 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式 ＋ 下水放流 

（６）地域計画内の役割 二酸化炭素削減率 ３％ 

 (７)廃焼却施設解体 

工事の有無 
有   無 

 

「汚泥再生処理センター」を整備する場合 

（８）資源化の方法  

（９）資源化物の利用計画  

 

 

「コミュニティ・プラント」を整備する場合 

（１０）計画処理人口及び

面積 

 

（１１）計画地域の性格  

 

（１２）総事業計画額 
1,554,643 千円 

うち、交付対象事業費 1,368,525 千円 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 奈良市 

（２）施設名称 浄化槽設置整備事業 

（３）事業の実施目的及び内容 （目的）よりよい生活環境の向上と自然環境の保全に努め、清流の復活と清潔な町

づくりを目指し、下水道事業及び農業集落排水事業で整備が困難な地域において、浄

化槽設置整備事業を実施し、推進する。 

（内容）補助対象地域において、50 人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対し

て、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（４）事業期間 令和 ４ 年度～令和 ８ 年度 

（５）事業対象地域の要件  

人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪、山村 半島 過疎 その他 

 

該当する対象地域を選択する。 

（６）事業計画額 交付対象事業費 21,600 千円 

 

〇事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 交付対象基数 基準額合計 総事業費 
交付対象 

事業費 

  ５人槽   26 基（123 人分） 8,632 千円 17,888 千円 8,632 千円 

６～７人槽   30 基（141 人分） 12,420 千円 24,780 千円 12,420 千円 

８～10 人槽   １基 （５人分） 548 千円 1,096 千円 548 千円 

11～20 人槽    基 （ 人分）    

21～30 人槽    基 （ 人分）    

31～50 人槽    基 （ 人分）    

51 人槽以上    基 （ 人分）    

宅内配管費 基     

撤去費 基     

改築費（災害） 基     

改築費（長寿命化） 基     

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効果的な転換促進及び管理適正化推進費    

合 計 

   57 基（269 人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、

撤去費、改築費を除く。 

21,600 千円 43,764 千円 21,600 千円 
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【参考資料様式８】 

計画支援概要（１） 
都道府県名  奈良県  

 

(1)事業主体名 奈良市 

(2)事業目的 （仮称）新クリーンセンター整備のため 

(3)事業名称 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る施設整備

基本計画 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る環境影響

評価 

（方法書～評価書） 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係るＰＦＩ等

導入可能性調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る処理施設

基本設計 

(4)事業期間 
令和４年度～ 

令和５年度 

令和５年度～ 

令和８年度 

令和４年度～ 

令和５年度 
令和６年度 

(5)事業概要 

（仮称）新クリー

ンセンターの整

備に係る施設整

備基本計画を策

定する。 

（仮称）新クリー

ンセンターの整

備に伴い、事業対

象区域及びその

周辺区域を対象

とした環境影響

評価を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンターの事

業方式の選定を

行うため、ＰＦＩ

法に基づくＰＦ

Ｉ等導入可能性

調査を実施する。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る基本方針

を整備する。 

 

(6)総事業計画額 

24,500 千円 

うち、交付対象事業費 

24,500 千円 

222,000 千円 

うち、交付対象事業費

222,000 千円 

8,500千円 

うち、交付対象事業費 

8,500千円 

30,000 千円 

うち、交付対象事業費 

30,000 千円 
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【参考資料様式８】 

計画支援概要（２） 
都道府県名  奈良県  

 

(1)事業主体名 奈良市 

(2)事業目的 （仮称）新クリーンセンター整備のため 

(3)事業名称 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る測量調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る地質調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る埋蔵文化

財調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る発注支援

業務 

(4)事業期間 令和６年度 令和６年度 
令和７年度～ 

令和８年度 

令和７年度～ 

令和８年度 

(5)事業概要 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る測量調査

を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る地質調査

を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る埋蔵文化

財調査を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る発注仕様

書作成等の支援

業務を行う。 

 

 

(6)総事業計画額 

20,000 千円 

うち、交付対象事業費 

20,000 千円 

22,000 千円 

うち、交付対象事業費

22,000 千円 

500,000 千円 

うち、交付対象事業費 

500,000 千円 

30,000 千円 

うち、交付対象事業費 

30,000 千円 
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現有及び新設予定の施設配置図  
  

環境清美センター 

奈良市役所 
山辺衛生センター 

建設予定地 

衛生浄化センター 

資源化施設 

一般廃棄物

最終処分場 

緊急時一般廃棄物処分場 

全体図 

添付資料１ 
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公共下水道整備区域図（奈良市） 

 

市町村界

流域界

下水道整備区域

農業集落排水整備区域

個人浄化槽整備区域

凡 例

添付資料２ 
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衛生浄化センター 

資源化施設 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

① 環境清美センター周辺（所在地：奈良市左京五丁目） 

土砂災害警戒区域（土石流） 

土砂災害警戒区域（がけ崩れ（急傾斜地）） 

土砂災害警戒区域（地すべり） 

土砂災害特別警戒区域（土石流） 

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ（急傾斜地）） 

土砂災害（特別）警戒区域 

0.5ｍ未満の区域 

0.5ｍ～3.0ｍ未満の区域 

3.0ｍ～5.0ｍ未満の区域 

5.0ｍ～10.0ｍ未満の区域 

10.0ｍ以上の区域 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

洪水浸水想定区域 

指定避難所          指定緊急避難場所 

要配慮者利用施設       水位観測所 

救護所            救急告示病院 

市役所            出張所・行政センター 

保健所・教育総合センター   消防署 

警察署            交番・駐在所 

防災重点ため池 

 

避難所などの施設 

環境清美センター 

添付資料３ 

現有及び新設予定の施設が所在する地域のハザードマップ（奈良市） 
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② 建設予定地周辺（奈良市七条地区） 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

衛生浄化センター 

資源化施設 

③ 衛生浄化センター及び資源化施設周辺（所在地：奈良市大安寺西二丁目） 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

 

予定地 

- 79-



 

26 

2
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

一般廃棄物最終処分場 

④ 一般廃棄物最終処分場周辺（所在地：奈良市米谷町） 

 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

緊急時一般廃棄物処分場 

⑤ 緊急時一般廃棄物処分場周辺（所在地：奈良市奈良阪町） 
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人口及び事業所数の動向 

添付資料４ 
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１人あたり・１事業所あたりの排出量の推移 

添付資料５ 
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家庭系・事業系総排出量、総資源化量及び最終処分量の推移

添付資料６ 
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生活排水処理と人口の推移 
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未処理人口汚水衛生未処理人口

添付資料７ 

- 84-



 

 
 

3
1
 

 
生活排水処理の汚泥衛生処理率の推移 
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添付資料８ 
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循環型社会形成推進地域計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 １月 ５日 

令和４年１２月１４日 

  令和５年１１月２４日変更 

奈良市
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1. 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

市   名：奈良市 

面   積：276.94 km2 

人   口：354,833 人（令和２年 10 月 1日現在） 

    （出典）令和元年奈良県統計年鑑、令和２年国勢調査 

 

図１ 対象地域図  

 

(2) 計画期間 

本計画は、令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年間を計画期間とする。 

なお、計画期間内でも、社会経済情勢や廃棄物・リサイクルに関する法律・諸制度が大き

く変化した場合などにおいては、必要に応じて計画を見直すものとする。 

 

(3) 基本的な方向 

奈良市のごみ処理の現状は、環境清美センター焼却処理施設において、焼却処理を実施し

ているが、施設の老朽化等の問題に直面している。 

奈良県では、平成 30 年３月に「奈良県廃棄物処理計画（第４次計画）」を策定し、「未来
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に生きる『ごみゼロ奈良県』の実現」を基本目標に、県民一人ひとりが日々の暮らしの中で

資源やエネルギーを大切にする「環境に配慮したライフスタイル」の促進、地域特性に適し

た３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）等を促進することにより、さらなる「ごみの減量化」に

向けた積極的な実践活動の普及・拡大を図り、循環型社会の構築に向けて取り組んでいくと

している。 

奈良市においても、ごみの減量化や資源化をより一層推進するとともに、循環型社会にふ

さわしい減量化・再生利用等のシステムの構築に努めていく。 

生活排水処理の現状は、公共下水道の整備が進められているが、一部の生活雑排水は未処

理のまま河川等の公共用水域に排出されている。 

また、「世界遺産のあるまち」として豊かな自然環境を保持していく必要があるため、こ

れまで以上に計画的かつ総合的に生活排水対策を推進することが課題である。このような

課題に応えるため、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽設置整備の３事業を、計画的に

進めていくものとする。 

 

(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

奈良県では、県内のごみ処理施設の大半が、小規模かつ老朽化していることから、施設の

広域・統合整備による「ごみ共同処理」の促進が喫緊の課題となっており、ごみ処理広域化

の取り組みを促進するため、平成 28 年度から一般廃棄物処理の広域化に対する補助金制度

である「奈良モデル」を創設し、財政的支援を行っている。 

このような状況を受けて、奈良市も平成 29 年２月から大和郡山市、生駒市、平群町で開

催されていた「奈良県北部地域におけるごみより広域化に関する合同勉強会」（以下、「合同

勉強会」という。）に平成 30 年２月から参加、斑鳩町は平成 30 年５月から参加し、ごみ処

理広域化の可能性について検討を進めてきた。しかし、令和２年８月 27 日開催の「第 13 回

合同勉強会」において、生駒市及び平群町がごみ処理広域化への参加を見合わせることを表

明された。その後、奈良市、大和郡山市、斑鳩町でごみ処理広域化についての検討を進めて

きたが、令和３年９月に大和郡山市が、令和４年８月に斑鳩町がそれぞれ、「合同勉強会」

からの離脱を表明した。そのため、現在は奈良市単独で令和 14 年度中に新クリーンセンタ

ーの稼働を目指している。 

 

(5)  プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

当面の間、「プラマーク 」の記載のある「プラスチック製容器包装廃棄物」の分別収集を

継続する。収集した「プラスチック製容器包装廃棄物」は、再商品化事業者が再資源化、再

商品化を行うなど容器包装リサイクル法に基づく再資源化を実施している。 

今後、「プラスチック製容器包装廃棄物」及び「プラマーク」の記載のないプラスチック

製ごみの再資源化について、製造・販売事業者などによる自主回収や市町村の分別収集・

再商品化などについて、行政としての取り組み内容の調査・研究を行っていく。 
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2. 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

令和２年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図２のとおりである。 

なお、現状では、環境清美センター焼却処理施設において焼却処理を行っている。 

 

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

図２ 一般廃棄物の処理状況フロー 

(2) 生活排水の処理の現状 

奈良市の令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図３のとおり

である。 

 

図３ 生活排水の処理状況フロー 

  

集団回収量 総資源化量

¦ ¦
14,305t 22,439t

¦ ¦

直接資源化量 処理後再生利用量

92,237t 90,855t 13,667t

348t 7,786t

(0.4%)
処理残渣量

(8.4%)

21,453t

排出量 計画処理量 中間処理量
(23.3%) 処理後

最終処分量

92,237t
(100.0%) (98.5%)

減量化量
(14.8%)

¦

(0.0%) (1.1%) (15.9%)

69,402t ¦

自家処理量 直接最終処分量
(75.2%) ¦

最終処分量
¦

0t 1,034t 14,701t

314,251人

(88.6%)

3,731人

(1.1%)

21,304人

(6.0%)

10,330人

(2.9%)

4,883人

(1.4%)

15,213人

(4.3%)

公共下水道

集落排水施設等

354,499人

(100.0%)

総人口

汚水衛生処理人口

(95.7%)

339,286人

未処理人口

3,675　kL/年

17,683　kL/年

浄化槽汚泥発生量

し尿発生量非水洗化人口

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽等
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(3) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表１

のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

計画終了の翌年度である令和９年度を目標年度とし、目標達成時の処理状況を図４に示

す。 

 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標

 

 

図４ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー  

総排出量 29,415 27,858 トン (-5.3%)

1.93 1.83 トン／事業所 (-5.2%)

総排出量 62,822 50,823 トン (-19.1%)

159.0 133.7 kｇ／人 (-15.9%)

合　計 92,237 78,681 トン (-14.7%)

348 トン （0.4%） 374 トン （0.5%）

22,439 トン 22,946 トン

最終処分量 14,701 トン （15.9%） 12,373 トン （15.7%）

　※２　　（１事業所当たりの排出量）＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／（事業所数）

　※３　　（１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口）

《指標の定義》 

排出量 ：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く）[単位：トン] 

再生利用量 ：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和 [単位：トン] 

エネルギー回収量 ：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量 [単位：ＭＷｈ]

減量化量 ：中間処理量と処理残さ量及び資源化量の差 [単位：トン] 

最終処分量 ：埋め立て処分された量 [単位：トン]

指　　　　　　　　　標
現　状　（割合※1） 目　標　（割合※１）

（令和2年度） （令和9年度）

トン

再生利用量
直接資源化量

総資源化量 （21.1%） （24.5%）

事業系生活系排出量計 トン

排　出　量 事業系 トン

1事業所当たりの排出量※2 トン／事業所

生活系

１人当たりの排出量※3

埋立最終処分量

kｇ／人

　※１ 　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回

　　　　　収量に対する割合

エネルギー

回　収　量

エネルギー回収量（年間の発電電力

量）

- MWｈ

集団回収量 総資源化量

14,958t ¦ ¦ 22,946t

¦ ¦

直接資源化量 処理後再生利用量

78,681t 78,681t 76,902t 10,968t

374t 7,614t

(0.5%)
処理残渣量

(9.7%)

18,582t

排出量 計画処理量 中間処理量
(23.6%) 処理後

最終処分量

(100.0%) (97.7%)
減量化量

(13.9%)

¦

(0.0%) (1.8%) (15.7%)

58,320t ¦

自家処理量 直接最終処分量
(74.1%) ¦

最終処分量
¦

0t 1,405t 12,373t
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(4) 生活排水の処理の目標 

生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めて

いくものとする。 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

 
 

 
図５ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー 

公共下水道 314,251 人 (88.6%) 302,666 人 (90.1%)

集落排水施設等 3,731 人 (1.1%) 3,694 人 (1.1%)

合併処理浄化槽 21,304 人 (6.0%) 21,261 人 (6.3%)

未処理人口 15,213 人 (4.3%) 8,262 人 (2.5%)

合計 354,499 人 335,883 人

汲み取りし尿量 3,675 1,989

浄化槽汚泥量 17,683 15,283

合計 21,358 17,272

令和２年度実績 令和９年度目標

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

キロリットル キロリットル

302,666人

(90.1%)

3,694人

(1.1%)

21,261人

(6.3%)

5,610人

(1.7%)

2,652人

(0.8%)

公共下水道

集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

汚水衛生処理人口

327,621人

(97.5%)

非水洗化人口 し尿発生量

1,989　kL/年

335,883人
15,283　kL/年

(100.0%)

単独処理浄化槽未処理人口

8,262人

(2.5%)
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3. 施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

ア. 有料化 

現在、事業系一般廃棄物については、累進従量制により課金し、直接納入方式により処理

料金を徴収している。今後も、事業系一般廃棄物の適正な処理を進めるため、随時、ごみ処

理手数料の見直しを行い、徐々に処理原価に近づけていく。 

生活系ごみについては、循環を進める生活習慣を形成するため、さらなる排出抑制を進め

た上で、有料化に向け検討していく。 

 

イ. 環境教育、普及啓発 

資源循環を進めるため、「ごみ懇談会」と連携し、資源化やごみ処理についての情報を住

民に提供するとともに、ごみ発生抑制や排出マナーの徹底などについて啓発し、ごみの行く

末にまで心を向け、ごみに責任を持った生活の浸透を目指す。また、小学生向けのごみに関

する学習教材や出前講座の機会を用いて、「より若い世代」にごみ減量の意識付けも図って

いく。 

 

ウ. ごみ減量化の推進 

事業者に対して、ごみ減量の参考事例や適正なごみの排出方法を紹介するなどの講習会

を実施する。 

さらに、多量にごみを排出する事業所については、減量計画書による事業所指導を進める。 

 

エ. 集団回収、販売店の店頭回収等の推進 

集団回収未実施地区については、集団回収の実施を促進する。また、回収実施店舗情報の

提供などにより生活系ごみの資源循環を進める。 

 

オ. 行政による拠点回収・分別収集の推進 

環境清美センターにおいて、古紙や空き缶、空きびん等の回収の取り組みを進めるととも

に、公共施設での拠点回収を推進する。さらに、生活系ごみの分別収集を徹底し、資源循環

を促進する。 

 

カ. 生活排水対策 

家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、以下のような啓発活動の推進を今後目

指していく。 

・広報誌やパンフレット等を活用して啓発活動を実施 

・有志住民による学習会等の開催に協力 
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(2) 処理体制 

1） 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については表３に示すとおりである。 

排出される可燃ごみについては、焼却処理施設で焼却処理を行い、焼却残渣は埋立処分し

ている。 

不燃ごみ・大型ごみは破砕処理後、可燃物は焼却処理、不燃物は埋立処分、資源化物は資

源化を進めている。焼却処理施設及び、粗大ごみ破砕処理施設の老朽化に伴い、新たなエネ

ルギー回収型廃棄物処理施設及び、マテリアルリサイクル推進施設を令和 12 年度中の稼働

を目指し、速やかに整備に着手する予定である。 

リサイクルについては、平成 11 年度にその他プラスチック（平成 19 年度よりプラスチ

ック製容器包装）を含めた９種分別収集を全市で実施するとともに、生活系ごみの排出ごみ

袋の透明・半透明化を導入するなど、ごみの減量に努めてきた。現在は、再生資源（缶・び

ん・ペットボトル・紙パック）の分別収集（定期収集）、拠点回収及び古紙類の集団回収等

を中心にリサイクルを推進している。 

今後もプラスチック製容器包装を中心に分別の徹底に取り組んでいくとともに、食品ロ

スの削減・雑がみを含む古紙類の集団回収推進に取り組む。 

生活系ごみの有料制が導入されるにあたっては、ごみの分別区分の見直し等を図る。 

2） 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業系一般廃棄物について、引き続き、排出者が環境清美センター搬入管理要領に基づい

た分別を行い、排出者による自己搬入または一般廃棄物収集業者（許可業者）への収集委託

による処理施設への搬入の後、焼却処理、破砕処理、埋立処分及び資源化を行う。 

なお、ごみを搬入する車両の積載物の展開検査等により、不適正な廃棄物の混入防止等、事

業系一般廃棄物に対する適正搬入のための指導を徹底する。 

3） 一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

奈良市環境清美センターで受け入れることのできる産業廃棄物（あわせ産廃）については、

紙くず、木くず、繊維くずを指定しているが、搬入事業者への適正搬入のための指導を徹底

していく。 

4） 生活排水処理の現状と今後 

引き続き、下水道や集落排水処理施設が整備されていない人口散在地域等において、合併

処理浄化槽の整備を進めていく。 

また、し尿、浄化槽汚泥については、衛生浄化センターにおいて処理し、生じた汚泥は肥

料化を行っていく。 
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表３ 生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

 

一次処理 二次処理

有害ごみ 資源化 再資源化業者 有害ごみ 資源化

プラスチック製容器包装
（定期収集）

選別・圧縮
梱包

プラスチック製容器包装処理施設
プラスチック製容器包装

（定期収集）
選別・圧縮

梱包
プラスチック製容器包装処理施設

ガラスびん
（定期収集、拠点回収）

選別 ガラスびんストックヤード
ガラスびん

（定期収集、拠点回収）
選別 ガラスびんストックヤード

ペットボトル
（定期収集、拠点回収）

選別・圧縮
梱包

ペットボトル処理作業所
ペットボトル

（定期収集、拠点回収）
選別・圧縮

梱包
ペットボトル処理作業所

発泡スチロール製食品トレイ
（拠点回収）

選別・梱包 白色トレイストックヤード
発泡スチロール製食品トレイ

（拠点回収）
選別・梱包 白色トレイストックヤード

飲料用紙パック
（定期収集、拠点回収）

選別 飲料用紙パックストックヤード
飲料用紙パック

（定期収集、拠点回収）
選別 飲料用紙パックストックヤード

空き缶
（定期収集、拠点回収）

選別・圧縮 空き缶選別作業所
空き缶

（定期収集、拠点回収）
選別・圧縮 空き缶選別作業所

新聞、雑誌、
ダンボール、布類

（拠点回収）
選別 資源回収場

新聞、雑誌、
ダンボール、布類

（拠点回収）
選別 資源回収場 再生資源化事業者

環境清美センター
（粗大ごみ破砕処理施設）

再商品化事業者

再生資源化事業者

大型ごみ 大型ごみ

再資源化業者

燃やせないごみ

破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

環境清美センター
（粗大ごみ破砕処理施設）

環境清美センター
（焼却処理施設）

燃やせるごみ
焼却
→

埋立

［焼却灰］
・南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場
・大阪湾広域臨海環境整備センター

燃やせるごみ
焼却
→

埋立

環境清美センター
（焼却処理施設）

［破砕不燃物］
・南部土地改良清美事業一般廃棄物最終処分場

［処理困難物］
・専門業者処理委託

［破砕可燃物］
・環境清美センター（焼却処理）

［破砕スクラップ］
・再生資源化業者

燃やせないごみ

破砕・選別
→

資源化・
焼却・埋立

分別区分 処理方法
処理施設等

分別区分 処理方法 処理施設等

現　　状　（令和2年度） 今　　後　（令和9年度）
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(3) 処理施設等の整備 

1） 廃棄物処理施設 

前述の分別区分及び処理体制において、ごみ処理を行うために必要な施設を表４のとお

り整備する。 

表４ 整備する処理施設 

事業

番号 

整備施設種類 

施設名 
事業名 処理能力 設置予定地 

事業期間 

（全体事業期間） 
国土強靭化 

１ 

ごみ焼却施設 

（仮称）新クリーンセン

ター 

エネルギー回収型廃棄物

処理施設整備事業 
未定 奈良市七条地区 （R９～R14） ― 

２ 

リサイクルセンター 

（仮称）新クリーンセン

ター 

マテリアルリサイクル推

進施設整備事業 
未定 奈良市七条地区 （R９～R14） ― 

３ 

汚泥再生処理センター 

奈良市衛生浄化センター

汚泥再生処理施設 

基幹的設備改良事業 
90kl/日 

生ごみ 3.4ｔ 

奈良市大安寺西２

丁目 281 番地内 
Ｒ６～Ｒ８ ― 

（整備理由） 

事業番号１   既存焼却施設の老朽化、エネルギー回収・有効利用の促進 

事業番号２   既存処理施設の老朽化、施設の集約化、マテリアルリサイクルの推進 

事業番号３   し尿処理施設の老朽化、処理能力の向上 

 

2） 合併処理浄化槽の整備 

 合併処理浄化槽の整備については、表５のとおり行う。 

表５ 合併処理浄化槽の整備計画 

事業 

 

直近の整備済基数

（基） 

（令和２年度末） 

整備計画基数

（基） 

整備計画人口

（人） 
事業期間 国土強靭化 

浄化槽設置整備事業 1,767 57 269 Ｒ４～Ｒ８ － 
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(4) 廃棄物処理施設における計画支援事業 

（3）の施設整備に先立ち、表６のとおり計画支援事業を行う。 

 

表６ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

１ 

. 

２ 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る施設整備基本計画 
基本計画等 

令和４年度～ 

令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る環境影響評価（方法書～評価書） 
環境影響評価 

令和６年度～ 

令和８年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係るＰＦＩ等導入可能性調査 

ＰＦＩ等導入可能

性調査 

令和４年度～ 

令和５年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る処理施設基本設計 
基本設計等 令和７年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る測量業務 
測量業務 令和６年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る地質・地歴調査 
地質・地歴調査 令和６年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る埋蔵文化財調査 
埋蔵文化財調査 

令和７年度～ 

令和８年度 

（仮称）新クリーンセンター整備（事業番号１・２）

に係る発注支援業務 
発注支援 

令和７年度～ 

令和８年度 
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(5) その他の施策 

その他、構成地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

 

① 剪定枝木・草類の処理事業の実施 

一般廃棄物処理の許可を持つ処分業者の組合の草木処分場を活用し、町内清掃時に排出

される剪定草木類のチップ化・堆肥化等を行う。また、市内事業所等で発生する剪定草木類

も、処分業者での処理ルートの活用を排出事業所及び収集事業者に促す取り組みを進める。 

 

② 有機性廃棄物の有効利用の推進 

家庭における有機性廃棄物に対して、生ごみ処理機等の購入助成を引き続き行う。また、

草木類及び食品残渣を活用した資源化（堆肥化）事業の実施と生産された堆肥の有効な利用

先の確保について検討を進める。 

 

③ 廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に基づき、適切な回収、再商品化がなされる

よう関連団体や小売店などと協力して普及啓発及び回収体制を整えるとともに、小型家電

回収ボックスを公共施設等に設けリサイクルを推進していく。 

 

④ 不法投棄、散在ごみ、野外焼却の防止 

不法投棄が発生しやすい「重点地域」に対し、パトロールの強化やセンサーカメラの設置

などの対策を行い、早期認知と指導を徹底していく。 

一方、散在ごみに対しては、奈良市ポイ捨て防止に関する条例に基づく美化促進重点地域

において、ごみの散乱を防止するための市民・事業者・ 観光客に対する啓発、パトロール、

指導を徹底する。また、美化促進重点地域の清掃活動を、地域の事業所や住民と共に進める。 

 

⑤ プラスチックごみの削減推進 

プラスチック資源循環促進法の成立を受け、今後、法の趣旨に則り、プラスチック製容器

包装以外の「ワンウェイプラスチック」の発生抑制に向けた啓発や、企業による自主回収ル

ートへの協力・参画、分別区分の見直し等、実施に向けて検討を進めていく。 

また、プラスチック資源循環促進法の成立を受け、今後、整備される制度等について、さ

らなる効率的な回収、リサイクル手法などの検討を進めていく。 

 

⑥ 食品ロスの削減 

食品ロス削減推進法が施行され、食品ロス削減の機運が高まる中、「手つかず食品を無く

す」といった家庭で取り組む食品ロス削減と、「てまえどり」運動推進やフードバンク活動

の認知度向上のための啓発など、多方面から取り組みを進めていく。 
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⑦ 紙ごみの削減 

燃やせるごみに含まれる紙ごみには、再生可能な古紙類が多分に含まれており、特に「雑

がみ」と呼ばれる古紙についての認知度を向上させるための広報・啓発に引き続き取り組む

とともに、集団資源回収未実施の自治会等に向けて、実施を促すための要請を行う。 

また、小規模事業所に対しても、古紙のリサイクルを実施するための環境づくりを検討し

ていく。 

 

⑧ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

将来発生が予想される大規模災害に備え、災害廃棄物を適正かつ円滑、迅速に処理を図る

とともに、早期に復旧、復興することを目的として、環境省の「震災廃棄物対策指針」及び

「水害廃棄物対策指針」に基づき、平成 21 年３月「奈良市災害廃棄物処理計画」を策定し、

令和４年３月に改訂を行った。万が一の災害発生時には、計画に沿った対応ができるように

準備を進める。 

また、平時から災害に対する危機管理に努めるとともに、災害時においては、奈良県都市

清掃協議会参加の県下 12 市２組合により締結した、「災害等緊急時における一般廃棄物（ご

み）処理に関する相互応援基本協定」及び奈良県が中心となる県下自治体及び一般廃棄物処

理を行う組合等との間で締結した、「奈良県災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協

定」をもとに、広域的な相互応援・支援を行う。 

なお、民間事業者との間においても、「災害廃棄物等の処理に関する基本協定書」を締結

し、地震等災害及び不測の事態において、処理が困難となった災害廃棄物等の処理を円滑に

実施するための体制を整備している。 

  

- 100-



 

13 

4. 計画のフォローアップと事後評価 

 

(1) 計画のフォローアップ 

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて、奈良県及

び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行うものとする。 

 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計

画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すもの

とする。
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様式１ 

循環型社会形成推進交付金事業実施計画 総括表１ 

 

 

 
 

 

 

1　地域の概要

(１)地域名 354,833人

　その他

　　組合を構成する市町村：

　　設立されていない場合、今後の見通し：

(６)構成市町村に一部事務組合等が含まれる場合、
当該組合の状況

年月日　設立　

※交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目すべてに○を付ける。

奈良地域 (２)地域内人口 (令和2年10月1日現在) (３)地域面積 276.94km
2

(４)構成市町村等名 奈良市 (５)地域の要件
※

人 口 面 積 沖 縄 離 島 奄 美 豪 雪 山 村 半島 過疎

一般廃棄物処理計画と目標値が異なる場合に、地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性に配慮した内容

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

総排出量（トン） 27,858 (R2比 -5.3%)

１事業所当たりの排出量（トン/事業所） 1.83 (R2比 -5.2%)

総排出量（トン） 50,823 (R2比 -19.1%)

１人あたりの排出量（kｇ/人） 133.7 (R2比 -15.9%)

合 計 事業系生活系総排出量（トン） 78,681 (R2比 -14.7%)

集団回収量（トン） 11,650 - 12,117 - 13,493 - 13,873 - 14,350 - 14,305 - 14,958

直接資源化量（トン） 940 (1.0％) 572 (0.6％) 550 (0.6％) 461 (0.5％) 396 (0.4％) 348 (0.4％) 374

総資源化量（トン）　　　　　　 17,230 (15.0％) 17,374 (15.8％) 21,911 (19.8％) 22,214 (20.2％) 22,818 (20.7％) 22,439 (21.1％) 22,946

- - - - -

- - - - -

最終処分量 埋立最終処分量（トン） 17,640 (17.2％) 14,931 (15.3％) 13,949 (14.4％) 14,183 (14.8％) 14,696 (15.3％) 14,701 (15.9％) 12,373

※ 別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。

《指標の定義》

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、処理後再生利用量の和〔単位：トン〕

熱回収量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWｈ〕

減量化量：中間処理量と処理残渣量（処理後再生利用量+処理後最終処分量）の差〔単位：トン〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

(15.7％)

- 未定

102,494 97,682 97,095 95,843 96,133 92,237

-

(0.5％)

(24.5％)

62,822

167.1 157.8 157.2 156.0 158.1 159.0

63,372 62,851

29,415

2.45 2.37 2.35 2.30 2.20 1.93

33,81535,034 34,310 34,244

熱回収量
                            （年間の発電電力量　MWH）
エネルギー回収量
                            （年間の熱利用量　GJ）

33,570

62,028 62,563

再生利用量

- 未定

　

指標・単位

過去の状況・現状（排出量等に対する割合） 目標

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度

排出量

事業系

生活系
67,460
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定
（1）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月
廃止又は休止（予定）

年月
解体（予定）年月 想定される浸水深と対策

ごみ焼却施設
奈良市環境清美センター

ごみ焼却施設
奈良市 全連続式 480ｔ/日

S57.3（1基）
S60.8(3基)

未定 未定 0

粗大ごみ処理施設
奈良市環境清美センター

粗大ごみ処理施設
奈良市 横軸スイングハンマー 100t/5h H1.3 未定 未定 0

ペットボトル圧縮設備 ペットボトル圧縮梱包作業所 奈良市 圧縮、梱包及び保管 4t/日 H20.12 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

建物はなく設備のみ設置しており、

浸水により修繕が必要となった場

合、修繕が完了するまで民間業者

に処理を依頼する。

空き缶資源化施設 空き缶資源化施設 奈良市 圧縮及び梱包 9.2t/日 H4.6 H11.7 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

建物はなく設備のみ設置しており、

浸水により修繕が必要となった場

合、修繕が完了するまで民間業者

に処理を依頼する。

最終処分場
奈良市南部土地改良清美事業

一般廃棄物最終処分場
奈良市

サンドイッチ方式
及びセル方式

（第２工区）
819,610㎥

H12.5 未定 未定 0

最終処分場
奈良市緊急時一般廃棄物

最終処分場
奈良市

生物学的処理接触酸化+
凝縮沈殿+塩素滅菌

264,403㎥ S63.5 未定 未定 0

し尿処理施設 奈良市衛生浄化セ ンター 奈良市
膜分離後負荷生物脱窒素

処理方式+高度処理
90kl/日

（生ごみ3.4t/日）
H15.3 未定 未定

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

主要機器を２階に設置するなどの対

策を行っている。

し尿処理施設 山辺衛生センター
山辺環境
衛生組合

高濃度二段活性汚泥法＋
高度処理

20kl/日 S62.4 未定 未定 0

（2）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位）
竣工予定年

月日
更新（改良）・新設理由

廃焼却施設の解体の有無
（解体施設の名称）

想定される浸水深と対策
プラスチック再商品化を実施
するための施設整備事業

備考

ごみ焼却施設 未定 未定 未定 未定 未定
現有施設の老朽化及び
広域処理のための新設

有
（奈良市環境清美センター

ごみ焼却施設）

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域、

対象区域の一部に浸水深3.0m～

5.0ｍ未満の区域あり）

施設嵩上げ等の対策を検討してい

る。

-

リサイクルセンター 未定 未定 未定 未定 未定
施設の集約及び

資源回収効率の向上
-

（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域、

対象区域の一部に浸水深3.0m～

5.0ｍ未満の区域あり）

施設嵩上げ等の対策を検討してい

る。

未定

し尿処理施設 奈良市衛生浄化センター 奈良市
膜分離後負荷生物脱窒素

処理方式+高度処理
90kl/日

（生ごみ3.4t/日）
未定

処理能力維持のための
基幹改良

-
（浸水深0.5m～3.0ｍ未満の区域）

主要機器を２階に設置するなどの対

策を行っている。
－

備考

新施設稼働開始後、現有施設を解体撤
去

リサイクルセンターとして整備

リサイクルセンターとして整備

リサイクルセンターとして整備
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4　生活排水処理の現状と目標

未処理人口

※ 参考として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。

5　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

奈良市

奈良市公共浄化槽等整備推進事業 ― ― ― ― ― ―

基数 処理人口 目標年次

浄化槽設置整備事業 1,767 8,115 H3 57 269 R9

15,213 8,262

施設種別 事業主体
現有施設の内容 整備予定基数の内容

備考
基数 処理人口 開始年度

汚水衛生処理人口 25,250 22,786 20,366 18,458 15,734

21,265 21,304 21,261

(5.4％) (5.9％) (5.9％) (6％) (6％) (6％) (6.3％)
合併処理浄化槽等

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

21,265 21,384 21,368 21,325

3,714 3,731 3,694

(1％) (1.1％) (1.1％) (1.1％) (1％) (1.1％) (1.1％)
集落排水施設等

汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

3,912 3,889 3,852 3,780

302,666

(79.9％) (86.7％) (87.3％) (87.8％) (88.6％) (88.6％) (90.1％)

354,499 335,883

公共下水道
汚水衛生処理人口
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率

312,624 313,184 314,080 314,592 315,639 314,251

総人口 391,255 361,243 359,666 358,155 356,352

　

指標・単位

過去の状況・現状（排出量等に対する割合） 目標

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度
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様式２ 

 

  

事業名称 単位 開始 終了
令和

　４年度
令和

　５年度
令和

　６年度
令和

　７年度
令和

　８年度
令和

　４年度
令和

　５年度
令和

　６年度
令和

　７年度
令和

　８年度

0 0 4,400 470,792 1,079,451 0 0 0 412,557 955,968

3 奈良市 90 kl/日 R6 R8 4,400 470,792 1,079,451 0 412,557 955,968

6,882 6,882 9,771 9,771 10,458 3,398 3,398 4,820 4,820 5,164

奈良市 57 基 R4 R8 6,882 6,882 9,771 9,771 10,458 3,398 3,398 4,820 4,820 5,164

33,000 0 79,000 430,000 335,000 33,000 0 79,000 430,000 335,000

1・2 奈良市 - - R4 R5 24,500 0 24,500 0

1・2 奈良市 - - R6 Ｒ8 0 17,000 135,000 70,000 0 17,000 135,000 70,000

1・2 奈良市 - - R4 R5 8,500 0 8,500 0

1・2 奈良市 - - R7 R7 30,000 30,000

1・2 奈良市 - - R6 R6 22,000 22,000

1・2 奈良市 - - R6 R6 40,000 40,000

1・2 奈良市 - - R7 Ｒ8 250,000 250,000 250,000 250,000

1・2 奈良市 - - R7 Ｒ8 15,000 15,000 15,000 15,000

39,882 6,882 93,171 910,563 1,424,909 36,398 3,398 83,820 847,377 1,296,132合　　計 2,475,407 2,267,125

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
発注支援業務支援事業

30,000 30,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
地質・地歴調査支援事業

40,000 40,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る

埋蔵文化財調査支援事業
500,000 500,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る

処理施設基本設計支援事業
30,000 30,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る

測量業務支援事業
22,000 22,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
環境影響評価（方法書～評価書）支援

事業

222,000 222,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る
ＰＦＩ等導入可能性調査支援事業

8,500 8,500

○施設整備に関する計画支援事業 877,000 877,000

（仮称）新クリーンセンター整備に係る

施設整備基本計画支援事業
24,500 24,500

○浄化槽に関する事業 43,764 21,600

浄化槽設置整備事業 43,764 21,600

○し尿処理に関する事業 1,554,643 1,368,525

基幹的設備改良事業 1,554,643 1,368,525

循環型社会形成推進交付金事業実施計画　総括表2

事業種別

事業
番号

事業主体名称

規模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

備考

- 105-



 

18 

【参考資料様式６】 

施設概要（し尿処理施設系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 奈良市 

（２）施設名称 奈良市衛生浄化センター汚泥再生処理施設 

（３）工期 令和 ６ 年度～令和 ８ 年度 

（４）施設規模 処理能力 90kl/日 

（５）形式及び処理方式 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式 ＋ 下水放流 

（６）地域計画内の役割 二酸化炭素削減率 ３％ 

 (７)廃焼却施設解体 

工事の有無 
有   無 

 

「汚泥再生処理センター」を整備する場合 

（８）資源化の方法  

（９）資源化物の利用計画  

 

 

「コミュニティ・プラント」を整備する場合 

（１０）計画処理人口及び

面積 

 

（１１）計画地域の性格  

 

（１２）総事業計画額 
1,554,643 千円 

うち、交付対象事業費 1,368,525 千円 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 
都道府県名  奈良県   

 

（１）事業主体名 奈良市 

（２）施設名称 浄化槽設置整備事業 

（３）事業の実施目的及び内容 （目的）よりよい生活環境の向上と自然環境の保全に努め、清流の復活と清潔な町

づくりを目指し、下水道事業及び農業集落排水事業で整備が困難な地域において、浄

化槽設置整備事業を実施し、推進する。 

（内容）補助対象地域において、50 人槽以下の浄化槽を設置しようとする者に対し

て、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（４）事業期間 令和 ４ 年度～令和 ８ 年度 

（５）事業対象地域の要件  

人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪、山村 半島 過疎 その他 

 

該当する対象地域を選択する。 

（６）事業計画額 交付対象事業費 21,600 千円 

 

〇事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 交付対象基数 基準額合計 総事業費 
交付対象 

事業費 

  ５人槽   26 基（123 人分） 8,632 千円 17,888 千円 8,632 千円 

６～７人槽   30 基（141 人分） 12,420 千円 24,780 千円 12,420 千円 

８～10 人槽   １基 （５人分） 548 千円 1,096 千円 548 千円 

11～20 人槽    基 （ 人分）    

21～30 人槽    基 （ 人分）    

31～50 人槽    基 （ 人分）    

51 人槽以上    基 （ 人分）    

宅内配管費 基     

撤去費 基     

改築費（災害） 基     

改築費（長寿命化） 基     

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効果的な転換促進及び管理適正化推進費    

合 計 

   57 基（269 人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、

撤去費、改築費を除く。 

21,600 千円 43,764 千円 21,600 千円 
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【参考資料様式８】 

計画支援概要（１） 
都道府県名  奈良県  

 

(1)事業主体名 奈良市 

(2)事業目的 （仮称）新クリーンセンター整備のため 

(3)事業名称 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る施設整備

基本計画 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る環境影響

評価 

（方法書～評価書） 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係るＰＦＩ等

導入可能性調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る処理施設

基本設計 

(4)事業期間 
令和４年度～ 

令和５年度 

令和６年度～ 

令和８年度 

令和４年度～ 

令和５年度 
令和７年度 

(5)事業概要 

（仮称）新クリー

ンセンターの整

備に係る施設整

備基本計画を策

定する。 

（仮称）新クリー

ンセンターの整

備に伴い、事業対

象区域及びその

周辺区域を対象

とした環境影響

評価を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンターの事

業方式の選定を

行うため、ＰＦＩ

法に基づくＰＦ

Ｉ等導入可能性

調査を実施する。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る基本方針

を整備する。 

 

(6)総事業計画額 

24,500 千円 

うち、交付対象事業費 

24,500 千円 

222,000 千円 

うち、交付対象事業費

222,000 千円 

8,500千円 

うち、交付対象事業費 

8,500千円 

30,000 千円 

うち、交付対象事業費 

30,000 千円 
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【参考資料様式８】 

計画支援概要（２） 
都道府県名  奈良県  

 

(1)事業主体名 奈良市 

(2)事業目的 （仮称）新クリーンセンター整備のため 

(3)事業名称 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る測量調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る地質・地歴

調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る埋蔵文化

財調査 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る発注支援

業務 

(4)事業期間 令和６年度 令和６年度 
令和７年度～ 

令和８年度 

令和７年度～ 

令和８年度 

(5)事業概要 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る測量調査

を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る地質・地歴

調査を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る埋蔵文化

財調査を行う。 

（仮称）新クリー

ンセンター整備

に係る発注仕様

書作成等の支援

業務を行う。 

 

 

(6)総事業計画額 

22,000 千円 

うち、交付対象事業費 

22,000 千円 

40,000 千円 

うち、交付対象事業費

40,000 千円 

500,000 千円 

うち、交付対象事業費 

500,000 千円 

30,000 千円 

うち、交付対象事業費 

30,000 千円 
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2
2
 

現有及び新設予定の施設配置図  
  

環境清美センター 

奈良市役所 
山辺衛生センター 

建設予定地 

衛生浄化センター資源化施設 

一般廃棄物

最終処分場 

緊急時一般廃棄物処分場 

全体図 

添付資料１ 
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公共下水道整備区域図（奈良市） 

 

市町村界

流域界

下水道整備区域

農業集落排水整備区域

個人浄化槽整備区域

凡 例

添付資料２ 
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衛生浄化センター 

資源化施設 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

① 環境清美センター周辺（所在地：奈良市左京五丁目） 

土砂災害警戒区域（土石流） 

土砂災害警戒区域（がけ崩れ（急傾斜地）） 

土砂災害警戒区域（地すべり） 

土砂災害特別警戒区域（土石流） 

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ（急傾斜地）） 

土砂災害（特別）警戒区域 

0.5ｍ未満の区域 

0.5ｍ～3.0ｍ未満の区域 

3.0ｍ～5.0ｍ未満の区域 

5.0ｍ～10.0ｍ未満の区域 

10.0ｍ以上の区域 

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

洪水浸水想定区域 

指定避難所          指定緊急避難場所 

要配慮者利用施設       水位観測所 

救護所            救急告示病院 

市役所            出張所・行政センター 

保健所・教育総合センター   消防署 

警察署            交番・駐在所 

防災重点ため池 

 

避難所などの施設 

環境清美センター 

添付資料３ 

現有及び新設予定の施設が所在する地域のハザードマップ（奈良市） 
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② 建設予定地周辺（奈良市七条地区） 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

衛生浄化センター 

資源化施設 

③ 衛生浄化センター及び資源化施設周辺（所在地：奈良市大安寺西二丁目） 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

 

予定地 
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🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

一般廃棄物最終処分場 

④ 一般廃棄物最終処分場周辺（所在地：奈良市米谷町） 

 

🄫2020 ZENRIN CO.，LTD.（Z21EH 第 152 号） 

緊急時一般廃棄物処分場 

⑤ 緊急時一般廃棄物処分場周辺（所在地：奈良市奈良阪町） 
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人口及び事業所数の動向 

添付資料４ 
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１人あたり・１事業所あたりの排出量の推移 

添付資料５ 
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家庭系・事業系総排出量、総資源化量及び最終処分量の推移

添付資料６ 
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生活排水処理と人口の推移 
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50,000

100,000

150,000

200,000
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400,000

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(

人)

総人口 公共下水道 汚水衛生処理人口

集落排水施設等汚水衛生処理人口 合併処理浄化槽等汚水衛生処理人口

未処理人口汚水衛生未処理人口

添付資料７ 
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生活排水処理の汚泥衛生処理率の推移 
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公共下水道 汚水衛生処理率 集落排水施設等 汚水衛生処理率 合併処理浄化槽等 汚水衛生処理率

添付資料８ 

- 119-



65．音声館指定管理者の「奈良町くりえいと」決定までが分かる資料。

市民部 文化振興課

日付 事項

令和6年2月26日 第40回奈良市文化振興計画推進委員会　開催

令和6年4月8日 奈良市文化振興計画推進委員会内に「文化施設のあり方検討部会」設置

令和6年4月19日 第1回文化施設のあり方検討部会　開催

令和6年5月22日
文化（文化芸術）に関するアンケート調査（市政モニターアンケート）（6月5日まで）
音声館利用者へのアンケート（7月9日まで）

令和6年6月22日
第2回文化施設のあり方検討部会　開催
文化施設とまちづくりシンポジウム開催（会場：音声館）

令和6年7月23日 音声館あり方検討のためのワークショップ「音声館の未来をつくる　アイデア会議」（会場：奈良市役所）

令和6年7月29日
第3回文化施設のあり方検討部会　開催
第41回奈良市文化振興計画推進委員会　開催

令和6年8月2日 音声館あり方検討のためのワークショップ「音声館の未来をつくる　おもしろ会議」（会場：音声館）

令和6年9月27日 第4回文化施設のあり方検討部会　開催

令和6年9月30日 市議会　奈良市音声館条例改正案可決　

令和6年10月18日
第5回文化施設のあり方検討部会　開催
第42回奈良市文化振興計画推進委員会　開催

令和6年11月27日 「奈良市音声館活性化方針」作成

令和6年12月5日 指定管理者選定の方針決定（公募による選定、指定管理期間5年間）

令和6年12月9日 奈良市音声館指定管理者選定委員会　設置

令和6年12月12日 第1回奈良市音声館指定管理者選定委員会

令和6年12月13日 指定管理者募集　申請受付開始

令和6年12月24日 指定管理者募集に伴う現地説明会

令和7年1月14日 指定管理者募集　申請受付締切り

令和7年1月17日
第2回奈良市音声館指定管理者選定委員会（書類審査・面接審査）
指定管理者候補者の決定（候補者　奈良町くりえいと）


